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１  登米市男女共同参画基本計画の概要  

 

（１）登米市男女共同参画基本計画の趣旨  

登米市では平成 19 年度から、国の「男女共同参画基本計画」及び「宮城県男女共同参画基本計画」を踏まえ、

「登米市総合計画」（以下「総合計画」という。）に掲げる施策を具体化した「登米市男女共同参画基本計画」（以

下「第１次基本計画」という。）に基づき、平成 22 年度を目標年次として男女共同参画の推進に関する施策を展開

してきました。  

さらに、平成 23 年４月に施行された「だれもが活き生きと暮らせる登米市男女共同参画推進条例」（以下「条例」

という。）では、すべての市民の人権が尊重され、男女がともに責任を分かち合う社会を構築することとしている

ことから、今後とも引き続き男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを総合的かつ計画的に推進するため、第２

次登米市男女共同参画基本計画（以下「基本計画」という。）を策定しました。 

 

（２）基本計画の性格と位置づけ  

  この基本計画は、男女共同参画社会基本法に規定する計画であるとともに、条例で規定する、男女共同参画の推

進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る事項について定めています。  

  また、総合計画の「市民の創造力を生かした協働のまちづくり」の具体的な推進を図るため、男女共同参画社会

の形成を目指す指針となり、市、市民、事業者、教育関係者、市民団体それぞれの役割を明確にし、協働による男

女共同参画社会の実現を目指します。  

 

（３）基本計画の期間  

平成 24 年度から平成 27 年度まで。 

 

（４）基本計画の推進  

基本計画においては、基本方針や基本目標などを定めて男女共同参画社会の実現に向けた施策の推進に取り組む

こととし、毎年、施策の推進状況等を公表します。  
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（５）基本計画の重点目標  

  基本計画の期間中、特に重点的に取り組むべき「３つの事項」を、次のとおり定めました。  

基本方針Ⅰ  男女が互いの人権を尊重し合うまちづくり  【重点目標１】「男女間のあらゆる暴力の根絶」  

基本方針Ⅱ  男女が共に参画するまちづくり            【重点目標２】「地域における男女共同参画の推進」  

基本方針Ⅲ  男女共同参画の環境を整備するまちづくり  【重点目標３】「安心して子育てできる環境づくりの推進」 

 

（６）基本計画の体系  

基本方針  基本目標  施策の方向性  

Ⅰ  男女が互いの人権を尊重し合

うまちづくり  

１男女平等の意識改革  

(1)  男女共同参画の意識啓発の推進  

(2)  情報収集・提供  

(3)  調査研究・分析の推進  

２男女平等教育の推進  

(1)  男女共同参画の視点に立った学校教育の推進  

(2)  多様な選択を可能にする生涯学習機会の充実  

(3)  男女平等の視点に立った性に関する教育・啓発の充実  

【重点目標】  

３男女間のあらゆる暴力の根絶  

(1)  暴力の根絶に向けた意識啓発の推進  

(2)  相談体制等の充実  

Ⅱ  男女が共に参画するまちづくり 

１家庭生活における男女共同参画の推進 
(1)  男女の固定的な役割分担意識の改善  

(2)  家事・育児・介護等における協力の推進  

２職場における男女共同参画の推進  

(1)  男女の雇用機会の均等な確保と待遇の改善  

(2)  仕事と生活の調和（ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ）の推進  

(3)  農林業・自営業従事者の女性支援  

【重点目標】  

３地域における男女共同参画の推進  

(1)  男女共同参画の視点に立った地域活動の推進  

(2)  防災における男女共同参画の推進  

(3)  コミュニティリーダーの育成・支援  

(4)  男女共同参画を推進する団体等の育成・支援  

(5)  男女共同参画の視点に立った国際交流の推進  

４政策・方針決定過程への女性の参画  

(1)  市の附属機関等における女性委員登用の推進  

(2)  市女性職員の登用の推進  

(3)  市政への参画の促進  
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Ⅲ  男女共同参画の環境を整備す

るまちづくり  

【重点目標】  

１安心して子育てできる環境づくりの

推進  

(1)  子育て環境の整備  

(2)  子育て支援体制の整備  

２介護等への支援  

(1)  介護に関する社会的支援の充実  

(2)  男性の介護知識や介護技術の普及  

(3)  地域における介護体制の確立  

３高齢者、障がい者への支援  
(1)  高齢者の自立と安定した暮らしへの支援  

(2)  障がい者にやさしいまちづくりの推進  

４生涯にわたる健康づくりへの支援  (1)健康づくりへの支援と環境の整備  

５単身者や生活困窮者に対する支援  

(1)  出会いの場の創造  

(2)  就職支援  

(3)  相談の場づくり  
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（７）数値目標  

 
項目  

現況値※１ 

H26.3 

前回調査値 

H23.1 
目標値 

１  「男女共同参画」の具体的内容の認知度  73.2％  72.0％  100％  

２  「男は仕事、女は家庭」などの性別による固定的な役割分担意識をもたない人の割合  58.1％  55.5％  90％  

３  ＤＶ「配偶者やパートナーからの暴力」の相談窓口の認知度  83.0％  79.8％  100％  

４  家庭生活で男女の地位が平等だと思う人の割合  29.0％  27.7％  50％  

５  職場で男女の地位が平等だと思う人の割合  24.3％  21.2％  50％  

６  地域社会の中で男女の地位が平等だと思う人の割合  21.3％  19.4％  50％  

７  社会通念、習慣、しきたりなどで男女の地位が平等だと思う人の割合  12.1％  11.8％  50％  

８  各種審議会等委員への女性の登用率  ※２  29.2％  27.3％  40％  

９  女性のいる各種審議会等の数  ※２  85.3％  79.3％  100％  

10 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の具体的内容の認知度 36.6％  33.3％  50％  

※１ .平成 26 年３月に実施した市民アンケート調査による数値 (調査対象：市内在住の満 20 歳以上の市民 2,000 人、有効回答数 845（男 361 人、  

  女性 475 人、不明 9 人）、有効回答率 42.3％）  

※２ .宮城県「平成 26 年度市町村における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況調査」による報告数値（平成 26年 4月 1日現在）  

※前回調査値欄の※２は、「平成 25 年度市町村における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況調査」による報告数値  

（平成 25 年 4 月 1 日現在）  
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２  基本計画の実施状況及び評価  

 男女共同参画の施策に関する推進状況を把握するため、担当課による実施状況及び評価を行うこととし、   

その基準は、次の３段階とします。  

 

 

 

 

 

 

《基本方針 Ⅰ 男女が互いの人権を尊重し合うまちづくり》  

◆基本目標  １  男女平等の意識改革  

男女共同参画社会の実現のためには、男女が社会のあらゆる場で、お互いの人権を尊重し、対等な立場で責任を

分かち合う社会を形成していくための意識改革を図ることが必要です。  

今なお「男は仕事、女は家庭」などの性別による固定的な役割分担意識があることから、その意識改革を図りな

がら男女平等の意識づくりを推進します。  

 

（１）男女共同参画の意識啓発の推進  

具体的な取り組み  
実施 

状況 平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①広報とめ、ホーム

ページ等による啓発

活動  

１  

広報誌及びホームページへの掲載内容 

・男女共同参画に関する各種講座受

講生募集（ 7 月・ 8 月）  

・男女共同参画を考えるシンポジウ

ム開催のお知らせ（ 10 月）  

・女性に対する暴力をなくす運動期

間お知らせ（ 11 月）等  

Ｂ  

各 種 事 業 の 周 知 に つ い て 、 広

報・ホームページ・ポスター・チ

ラシでの啓発を行った。  

 事業への参加人数は、ほぼ予定

数の参加を得た。  

男女共同参画週間（６月 23

～ 29 日）や、女性に対する暴

力をなくす運動（ 11 月 12～

25 日）のキャンペーンに合わ

せ、広報とめへの特集記事掲

載を行うなど、より効果的な

周知に努める。  

市民活動  

支援課  

 

 

 

 

【評価基準】  

Ａ．計画以上の成果を上げた  

Ｂ．計画どおりの成果があった  

Ｃ．成果をあげることができなかった  

【実施状況】  

１．実施した  

２．検討したが実施しなかった  

３．検討しなかった  
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具体的な取り組み  
実施 

状況 平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

②啓発資料の作成、

配布  

1 

ＤＶ相談に関するリーフレットを公

共施設や、大型スーパーなど人が集

まる場所へ設置した。  

【リーフレット設置】  

 公共施設・スーパー等  210 カ所  

Ｂ  

登米市内におけるＤＶ相談は増

加傾向にあることから、ＤＶに関

する啓発資料及び相談先等につい

て、広く周知啓発することが必要

である。  

引き続き、多くの人が集ま

る と こ ろ や 利 用 す る と こ ろ

に リ ー フ レ ッ ト を 設 置 す る

など、ＤＶ相談に関する周知

啓発に努める。  

市民活動  

支援課  

③男女共同参画に関

するイベント等への

参加  1 

被災地におけるＤＶ被害者等サポ

ート講座（主催：宮城県、共催：大

崎市・登米市・栗原市）  

期間：６月～３月（全５回講座）  

会場：大崎市  

Ｂ  

関係機関へのチラシ配布、広報

での周知を行ったが、平成 23・ 24

年度に登米市内において同様の講

座を開催したこともあり、市内か

らの参加者が少なかった。  

他自治体との連携を図り、

情 報 の 共 有 ・ 提 供 を 推 進 す

る。  

④人権を考える講演

会の開催  

１  

【中学生】  

開催日：平成 25 年 11 月 7 日（木） 

対 象：中田中学校  生徒  

参 加： 510 人  

講 師：宮本  延春  様  

（元高校教諭・作家）  

テーマ：イジメ・不登校  

【一般】  

開催日：平成 25 年 11 月 28 日（木） 

場 所：登米祝祭劇場  

参加者： 300 人  

講 師：照英  様（タレント・俳優） 

テーマ：男性の子育て参加  

Ａ  

【中学生】  

アンケート調査を行った結果、

講演会開始前の人権問題に対する

関心が全くないとの回答が 71％だ

ったが、講演会終了後では、関心

や理解が深まったが 81％あり、講

演会による高い啓発効果があった

と認められる。  

【一般】  

アンケート調査を行った結果、

講演会開始前の人権問題に対する

関心が全くないとの回答が 30％だ

ったが、講演会終了後では、関心

や理解が深まったが 96％あり、講

演会による高い啓発効果があった

と認められる。  

【中学生】  

講師に宮本延春氏を招き、

イ ジ メ や 不 登 校 問 題 に つ い

ての講演会を 10 月に米山中

学校で行う予定  

【一般】  

市 民 活 動 支 援 課 と 共 催 で

男 女 共 同 参 画 と 人 権 の 視 点

による講演会を開催予定  

市民生活課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤人権の花運動の実

施  

１  

平成 25 年 11 月６日から 11 月 28

日花栽培セットの配布  

 佐沼・米谷・加賀野・米岡・石越

小学校、迫支援学校  

Ａ  

担当教諭に対し、 アンケート調査

を行ったところ５校中５校で人権

尊重意識の啓発効果があったとの

回答があり、人権に対する関心を

高め、理解を深める効果があった。 

11 月に北方・登米・中津

山・南方・横山小学校に花栽

培セットを配布予定。  
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（２）情報収集・提供  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①男女共同参画に関

する情報の収集  

１  

男女共同参画に関する講習会・研

修会へ参加し、積極的に情報収集を

行った。  

 ・被災者対応ＤＶ・性暴力被害者  

支援員養成講座  

   場 所：エルソーラ仙台  

開催日：４月 15 日～ 20 日  

・国・地方連携会議ネットワーク  

を活用した男女共同参画事業  

  開催地：東京都（ 12 月 16 日） 

Ｂ  

国や県で開催される講習会・研

修会へ参加し、男女共同参画を推

進する企業や団体との意見交換・

情報共有を行った。  

国 内 外 の 動 き や 他 自 治 体

の 取 り 組 み 等 の 資 料 や 情 報

の収集に努める。  

市民活動  

支援課  

 

②男女共同参画に関

する情報の提供  

１  

「男女共同参画・多様な視点  み

んなで備える防災・減災のてびき」

（宮城県）を、行政区長、民生委員・

児童委員、人権擁護委員、婦人防火

ク ラ ブ な ど 地 域 で 活 動 に 取 り 組 む

方々へ配布した。  

Ｂ  

平常時から男女共同参画や多様

な視点を取り入れた防災・減災の

取組について理解を深めることに

役立った。  

引き続き、情報収集した資

料や、調査研究資料等を整理

し 市 民 や 事 業 者 へ 情 報 の 提

供を行う。  

 

（３）調査研究・分析の推進  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①男女共同参画市民

アンケート  

１  

「平成 25 年度登米市男女共同参

画に関する市民アンケート」を実施  

実施：平成 26 年３月  

対象： 20 歳以上の市民 2,000 人  

回収率： 42.3％（ 845 人）  

※内訳  

男性 361 人、女性 475 人、不明 9 人 

Ｂ  

男 女 共 同 参 画 に 対 す る 認 知 度

や、性別による役割分担意識の解

消について、前回調査と比較し数

値が上回っている。しかし、基本

計画に定める目標値の達成にはま

だ至っていないことから、男女共

同参画について更なる認識を深め

るとともに、その意義や必要性に

ついての周知啓発が必要である。  

市 民 の 男 女 共 同 参 画 社 会

に 対 す る 意 識 や 現 状 等 を 把

握し、「第３次登米市男女共

同参画基本計画」を策定する

ための基礎資料とする。  

市民活動  

支援課  
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具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

②子育て支援事業に

関するアンケートの

実施  

１  

子ども・子育て支援事業計画を策

定するにあたり「子ども・子育て支

援事業に関するニーズ調査」を実施

した。  

Ｂ  

新計画策定に向けてニーズを行

い市民の意向と課題を把握した。  

ニ ー ズ 調 査 の 結 果 を こ れ

から策定する「子ども・子育

て支援事業計画」策定に反映

させていく。  

子育て  

支援課  

③私が見た登米市の

教育チェック表  

１  

市の教育行政の取組状況を、住民

アンケートや実数値により評価した

「登米市の教育通信簿」をとりまと

め、教育委員会や議会に報告すると

ともに、ホームページを通して広く

公表した。  

Ｂ  

登米市の教育に係る評価項目は、

57項目あり、男女の性差なく公平

な評価ができるよう、できるだけ

多 く の 市 民 へ ア ン ケ ー ト を 行 っ

た。市民アンケート（評価項目 10

項目）は、 966人から回答があり、

前年より 13人増加している。総合

評価は、５段階評価で「 3.64」、

前年度の「 3.55」より若干上回っ

た。しかし、目標未達成項目は 57

項目中 39項目であった。  

 公平な評価のためにも、よ

り 多 く の 市 民 の 声 を 求 め て

ア ン ケ ー ト の 標 本 数 を さ ら

に増やしていくほか、目標が

達成できず、評価「３」以下

のもの、また評価が「４」で、

前 年 よ り 達 成 率 が 下 が っ た

ものを、重点強化項目と位置

付けます。それらの評価結果

の原因分析、具体的な取り組

み内容について検討を行い、

対応策を考えます。それに従

って、取り組みを行い評価向

上を目指す。  

教育総務課  
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◆基本目標  ２  男女平等教育の推進  

 男女共同参画社会を実現するためには、一人ひとりが男女共同参画についての正しい意識を持つことが必要である

ことから、子供から大人まで、性別にとらわれずに社会のあらゆる分野で個性と能力を十分に発揮できるよう、男女

共同参画の視点に立った教育・学習機会の充実を図ります。  

 

（１）男女共同参画の視点に立った学校教育の推進  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①キャリア教育（進

路指導）での設定  

１  

【小学校】  

志教育の視点で各教科・領域にお  

いて適宜実施  

【中学校】全中学校対象  

・キャリアセミナー（年１回実施） 

・職場体験や職場調べを実施  

Ｂ  

各校において志教育の視点で学

校教育に取り組もうとする意識が

高まってきている。キャリア教育

としての職場訪問や体験活動が定

着してきており男女共同参画の意

識は確実に育ってきている。  

引き続き、これまでの取組

を継続するとともに、地域と

の 連 携 強 化 を 図 っ て 活 動 の

質の向上を図っていく。  

学校教育課  

②人権教育での育成  

1 

・道徳の関連価値項目の中で指導  

 （年２～３時間程度）   

・特別活動   

学校行事や各種体験活動を学校ご

と実施   

Ｂ  

道徳指導や各種行事等の充実を

通し児童・生徒の心を育てる取組

が見られた。引き続き、道徳の時

数確保、行事内容の検討と改善が

求められる。  

い じ め 問 題 等 へ の 対 応 も

含め、大切な事項である。目

に 見 え て 大 き な 成 果 は な く

とも、地道にしっかりと取り

組んでいく。  

③教材備品の購入  

1 

各学校配当予算の中で配慮しなが

ら計画的に購入  
Ｂ  

各小中学校における教材備品の

購入については、男女によって使

用するものが偏ることのないよう

配慮して購入を行った。  

引き続き、これまでどおり

実施の方向。  

④総合的な学習の時

間の設定  
1 

【小学校】３年生以上で年間 70 時間  

※豊里小学校：３年生 70 時間、  

４年生 35 時間、５・６年生 45 時間 

【中学校】  

１年生 50 時間、2・ 3 年生 70 時間  

Ｂ  

各校とも地域の実態や特色を十

分に生かした取組を行っている。  

 今後は、活動がマンネリ化しな

い よ う に 見 直 し を す る 必 要 が あ

る。  

地 域 の 教 育 力 を 生 か せ る

よ う な 取 組 を 推 進 し て い き

ながら、それぞれの学校が特

色 あ る 活 動 を 展 開 し て い け

るようバックアップしていく。 

⑤啓発資料の配布  

１  

・中学生向けデートＤＶ予防啓発リ

ーフレットの配布（県作成）  

・教職員のためのデートＤＶ対応の

手引き配布（県作成）  

Ｂ  

正しい理解を深め、相手の人格

を尊重する意識啓発に役立った。  

 保護者、児童・生徒の対応につ

いて参考となっている。  

引き続き、男女平等の意識

啓 発 の た め の 情 報 提 供 を 行

う。  
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具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

⑥学校だよりの発行  

1 

「学校だより」、「学年だより」、「学

級だより」等の発行  Ａ  

特色ある「たより」は、内容が

充実していることから、心を育む

ことにもつながっている。  

学 校 に よ る 差 が 生 ま れ な

い よ う な 手 だ て を 講 じ て い

く。  

学校教育課  

⑦スクールカウンセ

ラー等の配置  1 

【小学校】広域で配置  

【中学校】全学校に１人配置  

（年間３５日）  

Ｂ  

一定の成果は得られた。  カ ウ ン セ リ ン グ 活 動 充 実

の面から、勤務日数や時間を

増やすことも考慮する。  

⑧一日入学（園）を  

活用した説明会の設定 1 

全幼稚園で実施  

Ｂ  

例年どおり実施。特に大きな問

題等はない。  

引き続き、保護者との連携

を 強 化 す る 側 面 か ら も 内 容

等の充実を含め検討する。  

⑨教職員への啓発  

１  

・県教職員課で実施する新任校長研

修会及び新任教頭等研修会、新規

採用教員向け研修会に参加し、男

女共同参画社会に関する意識の高

揚が図られた。  

Ｂ  

教職員として男女共同参画社会

に関する意識が高まり、児童生徒

の指導に役立っている。  

校 内 研 修 や 会 議 等 で の 周

知を今後も継続していく。  

 

（２）多様な選択を可能にする生涯学習機会の充実  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①人権や男女共同参

画に関する学習機会

の提供  

１  

・デートＤＶ講座※市内高校生対象  

 開催校：４校  

参加生徒： 450 人  

・男女共同参画フォーラム  

「照英流パパも喜ぶすくすく子育て」 

 開催日  平成 25 年 11 月 28 日（木） 

午後６時 20 分～午後８時 30 分  

 参加者： 300 人  

Ｂ  

デートＤＶ講座については、市

内 の ４ 高 校 の 生 徒 を 対 象 に 開 催

し、450 人が参加の下、ＤＶについ

ての正しい理解と知識に関して啓

発を図った。  

 男女共同参画フォーラムは、男

性の子育てへの参加をテーマに開

催し、意識啓発を図った。  

引き続き、男女共同参画社

会の実現に向けて、関係課と

連携を図り、講座や講演会な

ど の 学 習 機 会 の 提 供 に 努 め

る。  

市民活動  

支援課  
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具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

②家庭教育に関する

学習機会の提供  

1 

①  登米小学校との共催 「交通安全講

話と県警音楽隊コンサート」  

参加者：保護者・児童・教職員 436 人  

②  登米中学校との共催 「リラクゼーショ

ン体験  ヨガ教室」   

参加者：保護者・生徒・教員 189 人  

Ｂ  

①  親子で交通安全の共通認識を図

り、家庭教育に関する学習機会の

提供の場となった。  

②  ヨガということで、父親の参加は少

なかった。  

小中学校 とも今年度 も家庭

教育に関する学習機会の推進

を図る。  

生涯学習課  

 

 

1 

①  南方地区内の幼稚園、保育所にお

いて親子交流型の講座を開催。  

 開催数：５回、参加者：２８１人  

②南方中学校で「明日の親 となる中学

生の子育て理解講座 ・赤ちゃん抱っ

こ体験」を開催。  

・講演「性と生について知ろう  

・妊婦スーツ体験  

・赤ちゃんと中学生の交流  

時期：H25 年 11 月 27 日（水）  

参加者：生徒 76 人  

ボランティア９人  

抱っこ体験協力者親子６組  

Ｂ  

【成果】  

①  手 遊 びなどのレクリエーションで  

幼稚園 、保 育所 の親子交流の促

進が図られた。  

②  (1 )親としての苦労や産まれてくるま

での大変さを知り、「今生きているこ

と」、「親に感謝する気持ち」がアン

ケートからも読み取れた。  

 (2 )赤ちゃんとの交流 、親 の苦労

話しを聞くことで情操教育の推進を

図ることができた。  

【課題】  

 ・実績報告書に活動写真は添付

されているが、講座を終了した後の

園児 、父兄の様子が見 られず、講

座の効果を把握することが難しい。  

 ・赤ちゃん抱っこ体験の協力者を

集めるのに苦労している。  

①  活動をもっと実施してもらえ

るよう幼稚園及び保育所に広

報活動をする。  

②  子育てサポートセンター等を

通し、赤ちゃん抱っこに協力し

てくれる人 を早 めに呼びかけ

る。  

 年２回の事業だが、中学校と

の連携を密にし、より効果の高

い事業になるようにする。  

③生涯にわたる学習

やスポーツ活動機会

の充実  
1 

◇地区運動会事業  

 地区運動会をコミュニティ団体 （実行

委員会組織）に事業委託し実施。  

 実施地区：  19 地区  

 開催時期：5～9 月  

 

B 

 老若男女を問わず、広く地域住民

の参加のもとに、参加者相互の融和と

体力向上が図られた。  

学校とタイアップし共催で開催した

地域もあり、小学校児童から高齢者ま

で家族ぐるみで参加が得られ、地域振

興にもつながった。           

継続 したスポーツ活動機 会

の提供を実施していく。なお、持

続可能な地域振興事業委託の

一つとして、今後もそのあり方等

について検討を要する事項もあ

り、事業内容にいついて精査 ・

検証していく。  
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（３）男女平等の視点に立った性に関する教育・啓発の充実  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①性と生に関する指

導による育成  1 

・道徳の関連価値項目の中で指導  

 （年２～３時間程度）  

・特別活動を学級活動で実施   

・保健体育での指導  

Ｂ  

各教科・領域のねらいは達成で

きている。  

年間指導計画に基づいて、

確実に実施していく。  

学校教育課  

②ＰＴＡ研修会の開催 

３  

ＰＴＡ研修会は、年１回実施して

いるが、児童生徒の発達の段階を踏

まえた「性に関する教育」をテーマ

には実施しなかった。  ―  

 平成 26 年度に、男女共同

参 画 フ ォ ー ラ ム と Ｐ Ｔ Ａ パ

ワ ー ア ッ プ 公 演 会 を 共 催 で

開催することから、リーフレ

ッ ト 等 に よ り 児 童 生 徒 の 発

達の段階を踏まえた（性に関

する）啓発を図る。  

③いのちの大切さを

学ぶ講習会の開催  

1 

・性と生の講座  

命の重要性とともに、「自分が必  

要とされている」という心を育てる  

ための研修会を学校との連携で実  

施した。  

 実施数：7 校 (中学校 4、高校 3） 

 参加者：延べ 550 人  

Ａ  

性と生の健康教育について、正

しい知識と情報を伝え、「いのち」

の大切さとともに、自分自身の存

在 の 大 切 さ を 考 え る 機 会 と な っ

た。  

市内の学校、市民病院（助

産師等）とも連携しながら年

齢に応じた「性と生の講座」

を継続して実施していく。  

 性 と と も に 食 と い の ち の

観点からも啓発していく。  

健康推進課  
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◆基本目標  ３  男女間のあらゆる暴力の根絶【重点目標】  

 暴力は重大な人権侵害であるということを認識し、正しい知識を習得するための学習機会を提供するとともに、被

害者支援のための相談体制の充実を図ります。  

 

（１）暴力の根絶に向けた意識啓発の推進  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①ドメスティック・

バイオレンス（Ｄ

Ｖ）、性暴力に関する

学習機会の提供  
1 

デートＤＶ講座※市内高校生対象  

 開催数：４校  

参加生徒： 450 人（ 1,200 人）  

 Ｂ  

Ｄ Ｖ 相 談 は 年 々 増 加 傾 向 に あ

り、若い世代の恋人間での暴力（デ

ートＤＶ）についても相談件数が

多くなっていることから、市内高

校生を対象に実施し、ＤＶについ

ての正しい理解と知識に関して啓

発を図った。  

Ｄ Ｖ の 認 識 度 は 年 々 向 上

しているが、男女間のあらゆ

る暴力の根絶に向け、継続し

た 学 習 機 会 の 提 供 及 び 啓 発

を実施する。  

市民活動  

支援課  

 

 

 

 

（２）相談体制等の充実  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①女性相談体制整備

事業の実施  

1 

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 ハ ー テ ィ 仙 台 と 連 携

し、ＤＶや離婚で悩んでいる女性や

シ ン グ ル マ ザ ー の 方 が 安 心 し て 話

せる場所を設け、問題の解決と心の

回復を図るための事業（パープルタ

イム）を月１回実施した。  

 開催数：10 回 (台風のため中止 1 回） 

 相談者数： 34 人  

Ｂ  

相談者は 20～ 60 歳代と幅広く、

安心し て参 加で きる 場 として 浸透

してきている。また、相談状況から

共感してもらうことで、自分の力を

高めてきている様子がうかがえた。

しかし、相談内容の幅も広く、他機

関へ紹介が必要なケースもあり、関

係機関・地域情報とのさらなる連携

が必要である。  

パープルタイムは、平成 25

年 か ら 子 育 て 支 援 課 担 当 で

実施（予算は県）。  

 今後の実施体制として、Ｎ

Ｐ Ｏ 法 人 が 自 主 活 動 と し て

相談支援活動ができるよう、

市 民 活 動 支 援 課 含 め 関 係 団

体と課整していく。  

子育て  

支援課  

②家庭児童相談事業

の実施  1 

相談実人員： 44 人  

延べ回数  ： 561 回  Ｂ  

保 健 福 祉 事 務 所 や 各関係 機 関 と

連携を図りながら、被害者に寄り添

った相談業務を実施した。  

関係機関と連携し、個別相

談・パープルタイム（グルー

プミーティング）と連動した

活動をする。  
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具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

③総合相談窓口の設

置（自殺予防対策関

連）  

1 

相談件数 2 件  

Ｂ  

各相談への対応となるが、相談内

容が多岐にわたり、関係部署との連

携が必要となる。  

相 談 内 容 は 多 岐 に わ た っ

ている。適切な関係部署に繋

げ ら れ る よ う 情 報 収 集 に 努

めながら実施していく。  

生活福祉課  

④緊急避難用住宅設

置事業の実施  
1 

実績０  

Ｂ  

実績０をどう捉えるか。相談者が

いなか った だけ で対 象 者が潜 在し

ている可能性はある。  

平成 26 年度は事業用に 1

戸を確保している。次年度以

降も継続する予定。  

⑤緊急一時保護及び

自立支援体制の確立  
1 

ＤＶ対応実件数： 22 件  

Ｂ  

緊急時の一時保護等については、

相談者の意向を尊重し、適切な活用

に努めた。また、自立に向け、保護

命令申 し出 を含 め関 係 機関へ の同

行支援を実施した。  

増 加 傾 向 に あ る Ｄ Ｖ 被 害

者の救済にあたり、啓発・支

援体制の充実に努める。  

子育て  

支援課  

 

《基本方針 Ⅱ 男女が共に参画するまちづくり》  

◆基本目標  １  家庭生活における男女共同参画の推進  

 世代や性別に関係なく、家事や育児、介護などの家庭責任は男女が共に担うという意識醸成の啓発を行い、男性が

より家庭生活にかかわることができるよう育児・介護休業制度の利用を促進します。  

 

（１）男女の固定的な役割分担意識の改善  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①家庭における男女

共同参画の促進啓発

事業の実施  
1 

男女共同参画フォーラム  

 開催日：平成 25 年 11 月 28 日（木） 

午後６時 20 分～午後８時 30 分  

 テーマ「照英流パパも喜ぶすくす

く子育て」参加者： 300 人  

Ｂ  

男女がともに仕事と生活を両立

していくための方法について、ト

ークショーを実施。家事、育児、

介護などの家庭責任は男女が担う

という意識啓発を図った。  

引き続き、シンポジウムや

イベント等において、家事・

育児・介護などの家庭責任は

男 女 が 担 う と い う 意 識 醸 成

の啓発を図る。  

市民活動  

支援課  
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（２）家事・育児・介護等における協力の推進  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①男性職員の育児休

業取得の推進  

1 

育児休業等Ｑ＆Ａを作成し、育児

休業等制度の理解を深め、制度の積

極的な活用の推進を図った。  
Ｃ  

育児休業等Ｑ＆Ａを作成したこ

とにより、制度の周知及び理解の

向上に寄与したと思われるが、男

性 職 員 の 取 得 ま で は 至 っ て い な

い。  

男 性 職 員 の 育 児 休 業 取 得

率 は 全 国 的 に も 低 い 状 況 に

あるが、引き続き周知啓発を

行っていく。  

（ H24 年度全国平均：男性職

員 1.3%⇔女性職員 94.2%）  

人事課  

②男性の育児・介護

休業制度の利用推進  

１  

男女共同参画を考えるシンポジウ

ムにおいてリーフレットを配布し、

情報の提供を行った。  

「ひとりひとりが幸せな社会のた

めに」（内閣府）  

 「女性のチカラを活かす企業認証

制度」（宮城県）  

 「第２次登米市男女共同参画基本

計画・行動計画」（登米市）  

Ｂ  

男女共同参画社会に関する世論

調査結果を基に、就業の分野にお

ける男女共同参画の現状等につい

ての情報提供を行い、休暇取得に

関する働きかけを行った。  

 宮城県で実施している、男性も

女性も働きやすい職場環境づくり

に対する企業支援についての情報

提供を行った。  

男性が育児・介護休業制度

を 活 用 し や す い 職 場 環 境 づ

くりに向けて、各種イベント

など機会をとらえ、情報提供

や ・ 意 識 啓 発 を 図 る と と も

に、企業への情報の提供に努

める。  

市民活動  

支援課  

③男性の家事への参

画  

１  

◇社会教育（公民館）事業の趣味的講

座として実施（指定管理業務委託）  

【開催例】  

男の料理教室  男子厨房に入ろう！  

男の手料理教室、そば打ち教室他  

 

Ｂ  

 社会教育 （公民館 ）事業 として、男

性対象の事業を実施。料理等を通じ

て男性に家庭での役割を再認識する

とともに、家族のパートナーシップ強化

のきっかけづくりの機会提供を行った。  

 社会教育 （公民館 ）事業での

各種講座の開催は、趣味的講

座として実施 していることから、

今後 、同事業内容を精査する

際 、男女共同参画の視点 も念

頭に検証に努める。  

生涯学習課  

④ブックスタート事

業の実施  

1 

４～５ヶ月児健診会場において、ボラ

ンティアの協力をいただきながら、絵 本

の配布を行った。  

健診を受診できなかった家庭には、

保健師の訪問時に配布を依頼し、すべ

ての子供に絵本が渡るよう配慮をしてい

る。年間配布数：569 冊  

B 

絵本の配布はもとより、絵本を通し

たコミュニケーションの方法などの情報

提供も喜ばれている。  

ブック・スタートをきっかけに本

に親しむ子供が増えるよう継続

し、その後も読書活動が活発に

なるよう支援体制の整備に努め

る。  
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◆基本目標  ２  職場における男女共同参画の推進  

 男性も女性も仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が図れるよう働き方の見直しを事業主等へ働きかけ

るとともに、社会の認識を深めるための意識啓発に努めます。  

 また、農林業・自営業従事者の女性支援として、女性の労働に対する適正評価と経済的自立のため、家族経営協定

の普及を促進します。  

 

（１）男女の雇用機会の均等な確保と待遇の改善  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①男女雇用機会均等

法等の周知徹底  

１  

男女共同参画を考えるシンポジウ

ムにおいてリーフレットを配布し、

情報の提供を行った。  

「ひとりひとりが幸せな社会のため

に」（内閣府）、「女性のチカラを活か

す  企業認証制度」（宮城県）、「第２

次登米市男女共同参画基本計画・行

動計画」（登米市）  

Ｂ  

就業の分野における男女共同参

画の現状等についての情報提供を

行い、就業条件に関する働きかけ

を行った。  

 宮城県で実施している、男性も

女性も働きやすい職場環境づくり

に対する企業支援についての情報

提供を行った。  

事 業 主 や 就 労 者 に 対 し て

母 性 保 護 の 立 場 に 立 っ た 就

業条件が確保されるよう、関

係 機 関 と の 連 携 の も と で 母

性 に 関 わ る 法 制 度 の 周 知 徹

底を図る。  

市民活動  

支援課  

②セクシュアル・ハラ

ス メン ト、パ ワー ・ハ

ラスメント防止の啓発 

１  

 セクハラ、パワハラに関する講座

情報の提供、広報誌での啓発を行っ

た。  
Ｂ  

一般向けの意識啓発・情報提供

を行っているが、更なる取り組み

として、事業主等に対する啓発が

課題となっている。  

事 業 主 へ の パ ン フ レ ッ ト

配 布 な ど に よ る 周 知 啓 発 に

ついて検討する。  

 

 

（２）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①勤務時間の短縮等

の実施啓発  

１  

【上記再掲】  

(1)男女の雇用機会の均等な確保と

待遇の改善  

①男女雇用機会均等法等の周知徹底  

を参照  

Ｂ  

【上記再掲】  

(1)男 女 の 雇 用 機 会 の 均 等 な 確 保

と待遇の改善  

①男女雇用機会均等法等の周知徹底 

を参照  

職場と家庭、地域への参画

の調和が図れるよう、短時間

労働、フレックスタイムなど

の 実 施 を 事 業 主 へ 働 き か け

ると共に、社会の認識を深め

るための意識啓発に努める。 

市民活動  

支援課  
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具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

②再雇用制度の普及

促進啓発  
３  

 定年後 65 歳までの再雇用制度に

ついて、周知等は実施しなかった。  

―  

 高年齢者雇用安定法に基づく継

続雇用制度（再雇用制度）につい

て、啓発の対象（事業主・労働組

合・雇用者）及び手法について検

討が必要。  

再 雇 用 制 度 の 普 及 啓 発 を

ホ ー ム ペ ー ジ を 活 用 し な が

ら実施する。  

市民活動  

支援課  

③市内における託児

所の開設及び事業所

内保育施設への支援  

1 

事業所内保育施設への補助を実施  

・石巻ヤクルト登米センター  Ｂ  

計画どおり実施できている。  今 後 も 事 業 所 内 保 育 施 設

への支援を行う。  

子育て  

支援課  

④ファミリー・サポ

ート・センター事業  1 

放課後児童クラブ終了後の子ども

の預かりなどによる利用があった。  

 利用件数：延べ 23 件  
Ｃ  

講習会を行い援助活動を行う協

力会員を養成しているものの、利

用会員が減少しているため、更な

る事業内容の周知が必要。  

市 民 に 事 業 内 容 や 利 用 事

例の周知を行い、利用会員の

増加に努め、安心して子育て

ができる環境を整えていく。 

 

（３）農林業・自営業従事者の女性支援  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①農産加工組織の活

動支援  

１  

農産加工に関する技術研修並びに

情報の収集を行った。  

・女性と共に歩む地域６次産業化研修会  

 開催回数１回、参加者４８人  

・加工研修会【麦芽あめづくり】  

 開催回数１回、参加者１８人   

・特産品販売の視察研修会  

 開催回数１回、参加者２９人  

・新商品の開発を行った。  

 件数２件  

Ｂ  

農産加工に関する技術の向上の

ための研修や情報収集などの活動

を通じて、新たな商品開発に取り

組む意欲が高まってきている。  

新 た な 商 品 開 発 や 販 路 の

拡大を促し、農産加工者の所

得向上を図る。  

 開 発 し た 商 品 を ６ 次 産 業

化 へ 繋 げ て い く こ と で 地 域

農業の振興を図る。  

農林政策課  

 

 

 

 

 

   



- 18 - 

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

②６次産業の育成支

援  

1 

アグリビジネス起業家育成塾  

 開催数 20 回、参加者 318 人  

 （うち女性参加者７２人）  

 ビジネスチャンス支援事業を活用

した支援  

・デザイン・商品力向上支援事業  

 （まり加工クラブ    １件）  

Ｂ  

ビジネスとしての農業を学ぶ場

として、登米アグリビジネス起業家

育成塾を開講し、農業経営力の向

上と農商工連携の一層の促進を図

った。また、ビジネスチャンス支

援事業の実施により、地域資源を

活用した農産加工に取り組む女性

農業者の支援の充実が図られた。  

引 き 続 き ア グ リ ビ ジ ネ ス

起 業 家 育 成 塾 に よ る 経 営 力

向 上 と ビ ジ ネ ス チ ャ ン ス 支

援事業の推進に努め、地域資

源を活用した農産加工・販売

施設整備、商品開発、販路開

拓等を実施していく。  

ブランド  

戦略室  

③家族経営協定締結

の促進  

1 

家族経営協定の締結を行った。  

平成 25 年 4 月～ 26 年 3 月  

新規 6 件（内女性含み 1 件）  

変更 1 件（内女性含み 1 件）  

解約 4 件（内女性含み 1 件）  

Ｃ  

認定農業者の認定や農業者年金

の政策支援に加入のために締結し

ているケースが多い。  

 経営に参画する女性の締結が少

ないので女性農業委員の活用を図

る必要がある。  

県 等 の 関 係 機 関 と 連 携 し

て 家 族 経 営 協 定 の 普 及 を 促

進します。  

 締結しやすい環境の 整 備 を

図るため、農業委員等に制度

の周知を行い、特に女性農業

委員に働きかけを促す。  

農業委員会  

 

 

④農業者との意見交

換会  

１  

農業者等との意見交換会を実施。 

開催日：平成 25 年 3 月 5 日  

出席者： 28 人  

Ｂ  

意見交換会については、市内の

農業者や法人の構成員を対象に開

催いたしましたが、農業委員会活

動について、理解と現状を知って

いただく場として、有意義な意見

交換会だった。  

女 性 や 若 い 世 代 な ど を 含

め た 市 内 農 業 者 の 意 見 交 換

会を 8 月頃に実施します。  

 また、市民に農業委員会の

活 動 を 知 っ て い た だ く た め

「農業委員会だより」等で啓

発に努める。  
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◆基本目標  ３  地域における男女共同参画の推進【重点目標】  

地域社会においては、性別による固定的な役割分担意識から生じる習慣等が依然として強く残っていることから、

地域活動に男女が共に参画することの必要性や重要性について啓発を進めるとともに、女性が地域で活躍できる環境

整備に努めます。  

 

（１）男女共同参画の視点に立った地域活動の推進  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①性別や世代を問わ

ず参加しやすい会議

等の開催  
1 

各種会議等にあたっては、構成委

員 や 参 集 者 が 参 加 し や す い 日 程 等

の調整を行い実施した。  Ｂ  

男女の別や、就業の有無に関わ

らず、会議等に出席しやすい環境

を整えることで、様々な視点から

の意見集約が図られた。  

引き続き、会議等の開催に

あたっては、参加しやすい時

間 帯 で あ る 夜 間 や 土 日 の 開

催に努める。  

全庁  

②市内小中学校の各

種行事の開催  
1 

市内各小中学校とも、運動会や学

芸会・文化祭など、大きなイベント

は 保 護 者 が 参 加 し や す い よ う に 原

則、土曜日もしくは日曜日に実施  

Ｂ  

 各校とも、例年どおりの保護者

の参加状況である。  

 保 護 者 の 意 見 を 聞 き な が

ら、できる限り要望に応えら

れるよう努める。  

学校教育課  

 

③ファミリー・サポ

ート・センター事業  

1 

子育てに臨時的・突発的に援助が

必 要 に な っ た 場 合 に 支 援 を 行 う た

め、利用会員（子育ての援助を受け

たい方）・協力会員（子育ての援助が

できる方）の確保に努めた。  

会員数  

・利用会員 70 人  協力会員 62 人  

 両方会員４人   計 136 人  

Ｃ  

講習会を行い援助活動を行う協

力会員を養成しているものの、利

用会員が減少しているため、更な

る事業内容の周知が必要。  

市 民 に 事 業 内 容 や 利 用 事

例の周知を行い、利用会員の

増加に努め、安心して子育て

ができる環境を整えていく。 

子育て  

支援課  
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（２）防災における男女共同参画の推進  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①防災組織への女性

の参画推進  

1 

地域防災計画の見直しにより下記

内容を新たに掲載した。  

・要配慮者を支援する体制整備の中

で地域における生活者の多様な視点

を反映させるため、女性の参加が得

られるよう努める。  

Ｂ  

災害時の要配慮者支援対策を充

実させるため女性の視点を反映さ

せることにより、男女共同参画に

配慮した内容となった。  

 なお、地域防災計画を基とする

各種マニュアル等へも反映される

よう周知する必要がある。  

今 後 も 必 要 に よ り 地 域 防

災 計 画 を 修 正 し て い く 。 ま

た、各種マニュアル等へ反映

されるよう周知等に努める。 

防災課  

②災害現場における

男女共同参画  
1 

「男女共同参画・多様な視点みん

なで備える防災・減災のてびき」(宮

城県作成）を配布。  

配布先：民生委員・児童委員、人権

擁護委員、婦人防火クラブ他  

Ｂ  

地域防災力を高める上で、女性

や多様な生活者の視点に立った防

災・減災対策（含：避難所運営）

について啓発を行った。  

多様な視点での防災・減災

の取組や、男女共同参画の視

点 を 踏 ま え た 支 援 に つ い て

普及啓発を図る。  

市民活動  

支援課  

 

 

（３）コミュニティリーダーの育成・支援  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①女性セミナーの開催 

1 

◆登米市女性セミナーの開催  （6 回）  

開催日：5/22、6/19、7/24、8/22、  

9/25、10/23 

対象：市内居住または在勤の成人女  

性 30 人（参加者８人）  

学習会６回のうち、４回以上受講し

た受講生に、教育長から修了証を授

与する。6 人に授与した。  

B 

受講者は減少傾向だが、修了後は

地域活動などに参加している。  

地域で活動する女性 の情報

交換の場を提供するなど、修了

後もフォローアップできる体制に

ついて検討する。  

生涯学習課  
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①女性セミナーの開催 

1 

◇社会教育（公民館）事業の世代別事

業中、女性教育事業として実施 （指定

管理業務委託）  

 講話や実技、研修等を通じて知識及

び教養を深め、地域におけるネットワー

クの構築と、受講生同士の親睦と融和

を図ることを目的に実施。  

 （開催例）女性教養講座、女性のつど

い、シャイニーレディース  

B 

事業は、地域リーダー育成を主とし

て実施している地区とそうでない地区

がある。  

リーダー育成を目的とした事業の開

催をした地区は、公民館等を地域活

動の拠点とて、少しずつ取り組みが生

まれつつある。  

現段階では、指定管理公民

館等において社会教育事業の

位置づけで女性対象事業 も実

施 しているが、必ずしもリーダー

育成に主眼を置いたものとしてい

ないことから、今後 、市の計画と

の整合性を図 りながら検証に努

める。  

生涯学習課  

②地域参画推進講習

会の開催  

１  

女性リーダー養成講座「 OH！ TOME（お

とめ）カフェ」を実施した。  

開催期間：平成 25 年 10 月末～ 11 月

下旬  全５回  

対象：市内在住 20 代～ 50 代女性  

参加者： 16 人  

Ｂ  

地域における男女共同参画を推

進する女性リーダー育成を目的と

して、全５回の講座を開催した。  

 受講者から「女性が活躍できる

糸口を見つけたような気がする。」

「自分の意見を地域に発信できる

ように努力したい。」など前向きな

意見が多く寄せられた。  

引き続き参加者募集の効果

的な周知啓発に努めるととも

に、講座内容の充実を図る。  

 平成 26 年度は、地域防災に

係る講座を開催予定。  

市民活動  

支援課  

 

 

（４）男女共同参画を推進する団体等の育成・支援  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①出前講座の開催  

３  

平成 25 年度において、男女共同参

画に関する出前講座の要請はなかっ

た。  
―  

 男女共同参画が進んでいる地域

の 情 報 提 供 が 求 め ら れ る こ と か

ら、他自治体の取り組み事例につ

いて情報収集が必要である。  

地 域 に お け る 男 女 共 同 参

画の推進を図るために、広報

等を活用し、出前講座の周知

に努める。  

市民活動  

支援課  

②市民活動に対する

支援体制の整備  
1 

市民活動総合補償制度  

平成 25 年度実績  

傷害補償２件、賠償補償１件  Ｂ  

補償制度について、広報とめ・

ホームページで周知を行った。  

制度開始から６年目ということも

あり、市民に広く知られるように

なっている。  

市 民 が 安 心 し て 市 民 活 動

に 参 加 で き る よ う 支 援 す る

ため、引き続き同制度の周知

に努める。  
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（５）男女共同参画の視点に立った国際交流の推進  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①登米市国際交流協

会への支援  

１  

登米市国際交流協会補助金 2,800 千円 

・日本語講座〔実施  年間約 40 回〕 

・海外姉妹都市交流事業（受入事業等） 

・登米市国際まつり〔 12 月実施〕  

・ジュニア国際塾  

・多文化共生社会形成促進関連事業  

・会報誌（ TIFA ニュース）発行  

・ホームページによる広報活動  

・国際交流関係団体との連携  

・その他各種交流事業実施  

Ｂ  

市の国際化推進は「交流」とと

もに、市内に在住する外国人にや

さしい住環境づくりを主軸とした

「多文化共生社会」の形成が必要と考

えられる。また、国際感覚を持っ

た人材の育成など、「 国際化推進」

を取り巻く状況に対し柔軟な対応

が求められる。今後も市民、国際

交流団体、企業等が一体となって、

関係機関と連携を図りながら事業

を展開することが必要である。  

本 市 の 国 際 化 を 進 め る 上

で、市民の国際交流意識の高

揚は不可欠である。今後も多

文 化 共 生 社 会 の 形 成 や 国 際

理解の推進、国際交流の担い

手 と な る 人 材 を 育 成 す る た

め、市国際交流協会等関係団

体との連携を高め、当事業を

継続する。  

市民活動  

支援課  

 

 

②日本語講座・多文

化共生シンポジウム

の開催  
１  

日本語講座については、補助金交

付先である登米市国際交流協会の事

業として実施した。  

 多文化共生シンポジウムについて

は実施していない。  

 日本語講座：年間約 40 回  ほかに

日本語講座交流会３回実施  

Ｂ  

事業内容は市の課題や市民のニ

ーズ、社会情勢に即し、それらに

柔軟に対応しながら展開されてい

る。また、日本語講座や外国人同

士の交流などの専門的な事業も実

施でき、市の国際化推進・多文化

共生における有効性は高い。  

周 知 広 報 の 一 層 の 工 夫 と

事 業 を 支 援 す る 人 材 の 確 保

が 今 後 も 効 率 性 を 高 め て い

くため必要である。  

③外国人相談窓口設

置事業の実施  

１  

市内に居住する外国人の日常生活

等における悩みの相談窓口を設置  

・定例日：毎週金曜日に開催する「日

本語講座」に併せて実施  

・電話相談：国際交流協会事務所 (登

米総合支所内 )にて、月・水・金の日

中に実施  

・ 25 年度実績  39 件 (英 13 件、中 16

件、韓  10 件 ) 

Ｂ  

県内で、市役所が相談窓口を設

置 し て い る の は 本 市 と 石 巻 市 の

み。宮城県と仙台市は国際交流協

会が実施している。市内に在住す

る外国人にやさしい住環境づくり

を主軸とした「多文化共生社会」

の形成には不可欠な事業である。

課題としては相談に対応する人材

不足などが挙げられる。  

多 文 化 す る 地 域 社 会 に お

いて、外国人相談員は今後ま

す ま す そ の 役 割 を 期 待 さ れ

る。外国人相談員を中心に、

よ り 多 く の 人 々 が 有 機 的 に

かかわって、支えあう仕組み

が必要とされている。日本語

講座同様、周知広報の一層の

工 夫 と 相 談 に 対 応 す る 人 材

の 確 保 が 今 後 の 多 文 化 共 生

社 会 へ の 対 応 と し て 必 要 で

ある。  
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◆基本目標  ４  政策・方針決定過程への女性の参画  

 今後のまちづくりの活性化には、女性の視点と様々な能力の活用が不可欠であり、男女共同参画を進めるうえでは、

政策・方針決定過程へ女性の意見を反省させることが重要であることから、審議会や委員会等への女性の参画の拡大

を推進します。  

 

（１）市の附属機関等における女性委員登用の推進  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

① 意 思 決 定 過 程 へ

の女性参画の推進  

1 

市 の 審 議 会 等 委 員 へ の 女 性 の 登

用 状 況 調 査 を ４ 月 と １ ０ 月 に 実 施

し、審議会等委員への女性登用につ

いて情報の収集と公表を行った。  

平成 26 年度 4 月 1 日現在  登用率

27.3％  

Ｂ  

各 種 審 議 会 等 委 員 へ の 女 性 の 登

用率は、前年度から 0.6％増となっ

ている。  

 しかし、目標値である登用率 40％

へ向け、審議会等への女性委員の必

要性について更なる啓発と、積極的

な登用の推進が必要である。  

女 性 の 参 画 推 進 状 況 を 調

査・公表するとともに、市民

に 対 し 意 思 決 定 に お け る 男

女 共 同 参 画 の 必 要 性 の 理 解

を図る。  

市民活動  

支援課  

 

② 女 性 人 材 リ ス ト

の整備  ３  

 コミュニティリーダーの育成・支

援事業は実施しているものの、女性

人 材 と し て リ ス ト の 整 備 ま で は 行

っていない。  

―  

 講 座 を 受 講 し た 方 々 の 人 材 リ ス

トへの登載についての理解と、人材

リストの共有先等について、検討が

必要である。  

男 女 共 同 参 画 地 域 参 画 推

進講習会の受講者等、各種審

議 会 等 に 人 材 情 報 と し て 提

供できないか検討を行う。  

③ 附 属 機 関 等 へ の

女 性 委 員 登 用 の 促

進  
1 

【上記再掲】  

①意思決定過程への女性参画の推進 

を参照  

Ｂ  

【上記再掲】  

①意思決定過程への女性参画の推進 

を参照  

本 計 画 の 計 画 期 間 で あ る

平成 27 年度に向け、目標値

を 達 成 で き る よ う 女 性 委 員

の登用促進を図る。  

全庁  
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（２）市女性職員の登用の推進  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①管理職への女性登

用の促進  

1 

平成 25 年度における女性管理職の   

人数： 48 人  

（ H23 年度：44 人、H24 年度：48 人） 

Ｂ  

過去３年間の推移からも、管理職

への女性登用数は増加し、職場内に

おける男女共 同参画の 意識は高ま

っている。  

 また、率先垂範という観点からも

自治体として、地域における役割を

果たしている。  

今後、ますます多様化する

市 民 ニ ー ズ に 的 確 に 応 え て

いくためには、女性管理職の

必 要 性 が 高 ま る も の と 考 え

られることから、今後とも、

女 性 職 員 の 管 理 職 へ の 登 用

を促進していく。  

人事課  

②研修の機会の充実  

1 

 各種研修受講者の募集は、性別に

関わりなく行った。  

Ｂ  

職場外研修（市町村職員研修所の

研修など）、職場内研修ともに、機

会均等が確保されており、男性職員

と同様に能力 向上が図 られたと考

えている。  

今後も取り組みを継続し、

各 種 研 修 へ の 参 加 を 推 進 し

ていく。  

 

（３）市政への参画の促進  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①広聴活動推進事業  

１  

市長へのメール： 59 件  

市長への提言箱： 42 件  

移動市長室： 9 回  

出張市役所： 4 回  Ｂ  

市長へのメール・提言箱について

は、担当部署において回答案を作成

し、市長の決裁を経てそれぞれ回答

した。移動市長室については総合支

所単位に 9 回開催、 51 団体（ 795

人）と意見交換などを行った。出張

市役所は、実施団体の申請により４

回実施、 149 人が参加した。  

広く市民の声を聴くため、

こ れ ま で 同 様 の 取 り 組 み を

推進していく。  

市長公室  

②各種講演会やイベ

ント等の開催  
1 

各種講習会やイベント等の開催を

通して市政への関心と理解を深める

ため、各種講演会やイベント等の開

催を行った。  

Ｂ  

各種講演 会や イベン ト 等 の開催

にあたって、市民が気軽に参加でき

るよう広報活動に努め、男女を問わ

ず様々な年代の方々に 参加いただ

き、市政への関心と理解を深めた。 

引き続き、各種講習会やイ

ベ ン ト 等 の 開 催 を 通 し て 市

政 へ の 関 心 と 理 解 の 促 進 を

図る。  

全庁  
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《基本方針 Ⅲ 男女共同参画の環境を整備するまちづくり》  

◆基本目標  １  安心して子育てできる環境づくりの推進【重点目標】  

 子育てに関する相談や情報提供の充実を図るとともに、多様化する子育てのニーズに対応するため、子育て支援体

制の充実を図ります。  

 

（１）子育て環境の整備  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①各種保育事業の充

実  

1 

保護者の子育てと仕事の両立を支援 

し、その乳幼児の健全な心身の発達

を図るため、各種保育事業を行った。 

・通常保育事業   

・延長保育事業  

・一時保育事業  

・障害児保育事業  

・低年齢児保育事業等  

Ｂ  

保護者の就労形態の多 様化や女

性の就労機会の増加により、延長保

育を希望する保護者が増加してい

る。延長保育は一部の市民を対象と

しているが現在受益者負担がない

状況であり保育料徴収について検

討が必要。  

今 後 も 各 種 事 業 の 充 実 を

図っていく。  

子育て  

支援課  

②幼保一体化の検討  

２  

「登米市子ども・子育て支援本部

作業部会」への参加  Ｂ  

検討組織に参加し、意見等を述べ

ている状況である。  

引続き、市民生活部と連携

を と り な が ら 積 極 的 に 検 討

していく。  

学校教育課  

③幼稚園の預かり保

育の実施  1 

全幼稚園で実施  

Ｂ  

働くお母さんの応援ができた。  要 望 に 応 え ら れ る よ う 工

夫 し な が ら 引 き 続 き 実 施 し

ていく。  

④医師招聘及び医療

連携の充実  

1 

・東北大学病院医局への要請  

・市、県ホームページへの求人掲載  

・宮城県ドクターバンクへの求人掲載 

・全国自治体病院協議会への求人掲載 

・医師招へいに係る国、県への要望  

 活動の展開（県市長会等）  

・医学生奨学金貸付制度の継続  

  H25 貸付実績 2 人（延べ 22 人）  

Ｃ  

産科、小児科の入院再開のために

は複数医師の招へいが必要であり、

当該科目の医師招へいについては、

現下の医療環境においては非常に

厳しい状況である。  

医師招へいについては、今

後 も あ ら ゆ る 機 会 を 通 じ て

継続的に取り組んでいく。  

 二 次 医 療 圏 や 近 隣 基 幹 病

院 と の 医 療 連 携 等 の あ り 方

について、関係者間で協議し

な が ら 地 域 医 療 の 確 保 に 向

けた取り組みを推進していく。 

医療局  

総務課  
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具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

⑤放課後児童健全育

成事業の推進（放課

後児童クラブ）  

1 

保護者が就労等で家庭にいない児

童を対象に、放課後児童クラブにお

いて健全な育成を行った。  

 ・児童クラブ数  16 

 ・登録児童数  453 人  

 ・延べ利用児童数  59,279 人  

 ・登米市保育担当者及び児童館等   

指導員研修会（４回開催）  

Ｂ  

計画どおり実施できている。  放 課 後 児 童 の 健 全 な 育 成

のため、事業の充実を図って

いく。  

子育て  

支援課  

 

 

 

 

 

⑥要保護児童対策地

域協議会の開催  

1 

◆第１回： 7/30～ 8/8 のうち 5 日間  

 参加者：延べ 118 人  

◆第２回： 1/28～ 2/3 のうち 5 日間  

 参加者：延べ 123 人  

◆代表者会議：Ｈ 26.3.19 開催  

Ｂ  

 出席率も高く、要保護児童の早期

発見や児童に対する適切な対応に

ついて共有し、関係機関との調整や

情報共有を図ることができた。  

今後も定期的に開催し、関

係機関の円滑な連携・協力に

努める。  

⑦家庭児童相談事業

の実施  
1 

相談業務実績：実人数  315 人  

       延べ  3,186 人  

ケース検討会： 104 回開催  

検討ケース数： 661 件  

Ｂ  

子どもに関する各般の問題に専門 

の家庭児童相談員を配置し、ケースに 

対応するとともに、関係機関との連携 

を図りながら相談業務と問題解決の 

ための調整・ケース検討を行った。 

多様化・複雑化するケース

に対応するため、今後とも各

関 係 機 関 と 連 携 を 図 り な が

ら相談事業を実施する。  

 

（２）子育て支援体制の整備  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①子育て支援センタ

ー事業の充実  1 

子どもを養育する家庭・地域の総

合的な子育て支援を行った。  

・延利用者数  33,509 人  

・育児相談件数  543 件  

Ｂ  

計画どおり実施できている。  地域 にお ける 子育 て支 援

サービスの充実を図っ てい

く。  

子育て  

支援課  

②子育てに関する情

報提供  1 

登米市子育てガイドブック、子育て  

まっぷスマイルとめっこを発行した。  Ｂ  

計画どおり実施できている。  更に 情報 提供 体制 の強 化

を進め、子育て支援体 制を

整えていく。  
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具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

③子育てサポーター

の育成  

1 

◆子育てサポーターフォローアップ研修会 

 開催日：3/26 

 対象：平成 20 年度～24 年度子育てサ

ポーター登録者 49 人（参加者 7 人）  

 これまで登録の更新を行っていなかっ

たため、登録更新を行うとともに、活動を

行っていないサポーターのフォローアップ

研修を行った。  

B 

受講生の中でボランティアとして登録

した方の活動の場が少ない。  

 登録更新を行ったことによる登録者の

減少。  

有償ボランティアとして社会

教育事業などで活動を行って

いく。  

 また、子育てサポーター養成

講座 を開催 し、新 たな人材の

発掘を行う。  

生涯学習課  

④各種行事の託児の

実施  

1 

【市民活動支援課】  

女性リーダー養成講座及び男女共同

参 画 フ ォ ー ラ ム 等 の 開 催 に あ た っ

て、託児を設置した。  

対象年齢：１歳～６歳  

○女性リーダー養成講座 (全５回）  

 申込み人数４人  

○男女共同参画フォーラム  

 申込み人数２人  

Ｃ  

男女共同参画フォーラムでは、会場

へ の 入 場 に つ い て 年 齢 制 限 が な か

ったことから、託児対象年齢の子ど

も さ ん を つ れ た 方 が 多 く い ら し て

いた。数人に託児がある旨お話した

が、希望されなかった。  

このことから、託児の取り組みにつ 

いて更なる周知啓発が必要である。 

託児 を行 うに あた って 、

安心して預けていただ ける

よう、受け入れ体制の 充実

を図る。  

全庁  
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◆基本目標  ２  介護等への支援  

 各種介護サービスの充実を図るとともに、支援体制の強化を図りながら家族介護を支援します。  

また、介護休業制度について周知を図り、男女とも介護休業を取得しやすい環境づくりに努めます。  

 

（１）介護に関する社会的支援の充実  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①市内介護保険 事業

所研修会の実施  

1 

東部保健福祉事務所で開催した市

内介護保険事業所研修会において、

講師として参加しサービス提供時の

事故状況、各種届書等の手続き関係

の説明を行った。  

・開催数３回   

・１３６事業所（１９４人）  

Ｂ  

東部保健福祉事務所と合同で開

催することで、多くの事業所の参

加が期待でき、県からのお知らせ

等についても県・市・事業所と情

報共有することができる。  

介 護 サ ー ビ ス の 質 の 向 上

を 目 的 に 、 介 護 保 険 制 度 改

正、サービス提供時の事故状

況、各種届書等の手続き関係

などの研修会について、今後

も 平 成 ２ ５ 年 度 と 同 様 の 方

向で実施していきたい。  

長寿介護課  

 

②介護認定調査員研

修会の実施  
1 

新任調査員研修  

開催数：３回（６人）  

現任調査員研修（県と共催）  

開催数：１回（１０８人）  

Ｂ  

認定調査の基本事項、事例検討

による研修を行い、認定調査のた

めの知識等を深め、認定調査員の

資質の向上を図った。  

公平・公正な認定調査は適

正 な 審 査 判 定 の 根 幹 と な る

ことから、今後も引き続き研

修を実施する。  

③介護雇用プログラム

事業の実施（緊急雇

用事業）  

―  

介護雇用プログラム事業（緊急雇用

事業）は、平成 24 年度で終了    

    

 

（２）男性の介護知識や介護技術の普及  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①介護支援事業の実

施  １  

登米市社会福祉協議会と委託契約

により実施。  

 ・１９回開催  

・参加者：延べ２２８人（女性含） 

Ｂ  

介護者のリフレッシュ、情報交

換、介護知識の普及の機会となっ

ている。  

 

家族介護者を対象に、家族

介護教室や交流会について、

今 後 も 平 成 ２ ５ 年 度 と 同 様

の方向で実施していきたい。 

長寿介護課  
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（３）地域における介護体制の確立  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①認知症サポーター

養成講座の開催  

１  

認知症サポーター養成講座  

・５回開催  

・参加者：１８０人  

Ｂ  

認 知 症 の 普 及 啓 発 の 機 会 と な っ

た。  

認知症をかかえる当事者や

そ の 家 族 が 安 心 し て 暮 ら す

ことができるよう、市民に認

知 症 の 症 状 及 び 対 応 の 仕 方

を理解してもらい、地域での

見 守 り や 家 族 の 支 援 を 行 う

ため、今後も平成２５年度と

同 様 の 方 向 で 実 施 し て い き

たい。  

長寿介護課  

 

◆基本目標  ３  高齢者、障がい者への支援  

 高齢者や障がいのある人が、生きがいをもって暮らし、自立した生活を安心して送ることができるよう就労支援や

生活環境の整備、その他必要な支援やサービスの提供に努めます。  

 

（１）高齢者の自立と安定した暮らしへの支援  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①高齢者の社会参加

の促進  

1 

◇社会教育（公民館）事業の世代別事

業中、高齢者対象事業として実施  

（指定管理業務委託）  

地区ごとに実施している、長生大

学や先人大学等において、グランド

ゴルフ等の高齢者スポーツを通じた

健康増進を目的とした事業を実施。  

Ｂ  

 高齢者を対象とした事業実施に

よって、高齢者間の親睦交流がで

き、健康増進が図られた。  

地区によっては、参加者対象に

バス巡回を行い、参加促進等が図

られ、引きこもり予防等にも貢献

した。  

 事業を継続・実施するとと

もに、地域ニーズを的確に捉

えた事業のあり方を今後も

模索する。事業手法について

は、他地区の取り組み事例等

を紹介する研修会も年 1 回開

催する計画である。  

生涯学習課  
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具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①高齢者の社会参加

の促進  

１  

◇ふるさとスポーツ大会を通じた高

齢者参加の事業  

 主な種目：グランドゴルフ、ユニ

カール、ターゲットバードゴルフ  

 趣旨：老若男女を問わず参加者が

大会を通じ健康増進と相互の

親睦を図る目的で実施。  

開催時期：地区予選（ 6～ 8 月上旬）、 

市大会（ 8 月下旬）  

Ｂ  

高齢者がスポーツを通じて相互

に交流を図るとともに、健康増進及

び生きがいづくりにつながった。  

体育の振興に寄与し、男女問わ

ず参加し交流を深めたことは地域

振興にもつながっている。  

県の委託事業であるが、県

の方針として事業廃止を検討

していることから、今後は、

当事業の必要性等も検証し、

市単独で継続実施するか否か

について検討を行う。  

生涯学習課  

②高齢者の雇用機会

の創出  

1 

シルバー人材センター  

受託件数     4,976 件  

受託金額  388,452,622 円  

会員数 960 人（ H24： 932 人）  

【内訳】男性 675 人（ H24：664 人） 

女性 285 人（ H24：268 人） 

Ｂ  

受託件数・金額ともに過去最高

を記録し、会員数も増えた。  

 今後も定年退職後の高齢者の就業 

機会を確保し、仕事を安定的に供給 

できる組織の形成が必要である。  

受託件数・金額は年々上昇

している。  

 また、会員数は年々減少し

ていたが、平成 25 年度は回

復傾向にあるので、会員数増

に向けた取り組みを図る。  

商工観光課  

 

（２）障がい者にやさしいまちづくりの推進  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①道路整備事業  

１  

平成 25 年度に実施した道路整備事

業 24 路線のうち歩道の設置を計画し

ている９路線については、すべて車

道と高さを合わせたフラット型とし

て実施した。  

Ｂ  

歩道設置路線については、計画ど

おりの成果を上げることができた。 

 歩 道 を 設 置 し な い 路 線 に つ い て

は、地元計画説明や用地取得を完了

していることから、幅広路肩となっ

ていない状況である。  

今後の新規 計画路 線に つ

いては、歩道の設置を計画

する箇所はフラット型、歩

道を設置しない箇所は幅広

路肩導入の検討を行うこと

とする。  

道路課  
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具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

②説明会への参加促

進  1 

各 種 イ ベ ン ト の 開 催 に あ た っ て

は、高齢者や障がい者が参加しやす

いよう会場設営を行った。  
Ｂ  

車 椅 子 で 来 場 す る 方 の ス ペ ー ス

を確保するとともに、高齢者や障が

い 者 が 安 心 し て 参 加 で き る よ う 努

めた。  

引き続き、 高齢者 や障 が

い者の積極的な社会参画を

促進するため、会場等にお

ける環境整備を図る。  

全庁  

③第３期障害福祉計

画の策定  １  

第３期障害福祉計画に基づき、自

立支援給付、地域生活支援事業等各

種事業を実施した。  
Ｂ  

障 が い 者 や そ の 家 族 等 に 対 し て

各種事業を実施することで、安心し

て 地 域 生 活 を 送 れ る よ う に な っ て

いる。  

第４期障害 福祉計 画策 定

に向けて、アンケート調査

等を実施しながら、ニーズ

の把握を行う。  

生活福祉課  

 

 

 

 

 

 

 

④社会参加促進事業

の実施（地域生活支

援事業）  

１  

手話通訳相談員の派遣を行い、851

人（うち障害者 135 人）の相談を受

けた。  
Ｂ  

手話通訳の派遣については、相談

件 数 が 、 昨 年 に 比 べ 減 少 し た も の

の、概ね計画通り相談業務を行い社

会参加を促進した。  

今後も障害 者の社 会参 加

の促進のため、手話通訳相

談員の派遣を行っていく。  

⑤障がい者の雇用支

援  

２  

「障害者就業・生活支援センター

ゆい」等の関係機関と連携し、障害

者の就労に関する個別相談や、迫支

援学校の卒業予定の生徒の支援を行

った。  
Ｂ  

障がい者を雇用する事業所の、障

が い 者 に 対 す る 理 解 が 不 十 分 な 状

況である。  

  

障害者自立 支援協 議会 に

おいて、障がい者の「就労」

についての検討部会を設立

し、課題の洗い出し、課題

解 決 の た め の 方 策 に つ い

て、事業所に対し理解を深

める研修会を開催し、雇用

に繋がるよう支援したい。  
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◆基本目標  ４  生涯にわたる健康づくりへの支援  

 女性が安心・安全に妊娠・出産できるとともに、男女がともに健やかにすごせるよう、生涯を通じた心と体の健康

づくりに努めます。  

 

（１）健康づくりへの支援と環境の整備  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

① リ プ ロ ダ ク テ ィ

ブ・ヘルス／ライツ
 ※

に

関 す る 学 習 機 会 の

提供  

※ 性 と 生 殖 に 関 す る 健 康

と 権 利  

1 

高校生を対象に講習会を実施  

○デートＤＶ講習会  

テーマ「大切にしたい性と命」  

 開催４校、参加生徒 450 人  Ｂ  

生徒から、性 や生殖等に関して講

師に「聞いてみたいこと」を事前に

提出いただいた。「体格と出産のリス

ク」「子どもができる確率」「性病の

予防方法」等、講師が寄せられた全

ての質問に回答をし、正しい知識を

学ぶ場となった。  

今後も学習機会の提供に

努める。  

市民活動  

支援課  

② ラ イ フ ス テ ー ジ

に 応 じ た 心 身 の 健

康 支 援 に 関 す る 情

報 の 提 供 と 相 談 の

充実  
1 

○こんにちは赤ちゃんサロン  

実施回数 18 回  

参加者：延べ 108 人  

○子育て元気サポート事業  

・乳幼児関心事の臨床心理士によ

る相談  実施回数 35 回  

○こころの元気相談室   

相談者：延べ 448 人  

○こころの相談   

相談者：延べ 202 人 

Ａ  

相談事業を通し、妊婦・母親の育

児不安の解消や産後うつへの対応な

ど、母親のメンタル面のサポートを

図ることができた。  

（育児疲れや子どもとのかかわり方、 

家族関係のなどの相談が多かった。）  

また、参加者同士の情報交換を通し、

育児不安等の軽減を図られた。ここ

ろとからだの健康づくりのため、相

談事業の充実を図ることができた。  

ライフステージに応じた

こころの健康づくりを継続

的に支援するとともに、市

民同士で支え合う体制づく

りを推進していく。  

健康推進課  

③ 健 康 管 理 意 識 の

啓発  

１  

○健康教育  

 実施回数： 345 回  

 参加者：延べ 9,448 人  

○重症化予防事業  

 相談実施人数： 258 人  

 アプローチ率： 73.5％  

Ｂ  

各総合支所において、地域のニー

ズに即した健康教室を実施し、生活

習慣病の予防に関する啓発をすすめ

ることができた。  

 平成 25 年度は重症化予防事業も実

施、受診勧奨のみならず、健康相談

を実施することができた。  

生活習慣病予防に努め、

健康保持増進の具体的行動

変容を図るため、地区組織

と協働でウオーキング事業

等の推進を図る。また、健

診結果に基づき、受診勧奨、

相談を行い、重症化を予防

していく。  
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具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

④ 保 健 施 策 の 総 合

的な推進  

1 

○健康なまちづくり推進事業  

「運動分野からの健康づくり」  

支所ごと開催  ９か所  

実施回数  39 回  

参加者：延べ  840 人  

Ｂ  

健 康 づ く り の 核 と な る 地 区 組 織

(保健活動推進員、食生活改善推進員

等 )と の 協 働 に よ る 健 康 な ま ち づ く

り推進事業を開催することができた。 

元気とめ２１計画（第２期）

の目的に沿い、健康なまち

づくりの推進のために地域

の各組織・団体等との協働

で事業を実施していく。  

健康推進課  

 

◆基本目標  ５  単身者や生活困窮者に対する支援  

 男女共に自立した暮らしの実現のため雇用の支援を行います。  

 また、未婚率の増加が少子化の要因の一つとなっていることから、単身者が参加しやすい交流の場を提供します。 

 

（１）出会いの場の創造  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①ふれあい交流事業

の開催  

１  

「ふれあい交流事業」は平成 23 年度で 

終了。平成 25 年度は前年度同様、「登

米市結婚活動支援事業」として、自

分磨きや出会いの場の提供、結婚相

談をまとめて民間業者等に委託し、

事業を実施。  

・自分磨きセミナー（ 5 回）  

 参加者：104 人（男 60 人、女 44 人） 

・出会いイベント（ 6 回）  

 参加者：166 人（男 90 人、女 76 人） 

・結婚相談会（ 19 回）  

 対象者：本人又はその家族  

（本人 12 件、家族 7 件）  

Ｂ  

結婚活動支援事業で「自分磨き

セミナー」を実施し、参加者のコ

ミュニケーション能力などの向上

に努めた。  

 また、「出会いイベント」では、

20 代から 60 代といった幅広い年齢

の対象者に出会いの場を提供し、

結婚活動の支援を行った。まだ、

成婚事例こそ無いものの、参加前

よりも「婚活」への意識が高まっ

たとの声が多く聞かれた。  

平成 25 年度に引き続き、

平成 26 年度も自分磨きや出

会いの場の提供等により、結

婚活動の支援を行う。  

市 民 活 動 支

援課  

②若者交流モニター

の設置  
―  

平成 24 年度で事業終了  
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（２）就職支援  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①生活困窮者への支

援  

1 

生 活 保 護 受 給 者 の う ち 稼 働 年 齢

（ 15～ 65 歳）にある者には訪問時に

就職指導をしている。比較的就労意

欲の高い受給者を対象にハローワー

クへ支援要請し連携して６カ月間の

就労支援を実施した。支援要請登録

１２人（男性９人女性３人）のうち

男性１人が就労している。  

Ｃ  

稼働年齢にある者を対象者とし

ているが、就労意欲が低い者が多

く支援に結びつかない。また、生

活保護受給者は自動車の保有が基

本的に認められていないので通勤

手段がネックとなり就労に結びつ

かないケースもある。  

就労意欲の改善、阻害要因

の 解 消 を 支 援 し 対 象 者 の 状

況 に 応 じ て 求 人 情 報 の 提 供

や職業紹介、職業訓練のあっ

せんをしていく。必要に応じ

て 就 労 後 の フ ォ ロ ー ア ッ プ

を 実 施 し 安 定 し た 就 労 に 繋

げていく。  

生活福祉課  

 

（３）相談の場づくり  

具体的な取り組み  
実施 

状況 
平成 25 年度事業実績  評価 成果・課題  今後の取り組み  主管課  

①結婚相談会の実施  

1 

 平成 25 年度は「登米市結婚活動支

援事業」内の一つとして実施。  

・結婚相談会（ 19 回）  

 対象者  本人またはその家族  

（本人 12 件、家族 7 件）  
Ｂ  

 結婚相談会を実施し、結婚を望む

本人やその家族からの相談を受け、

助言等を行った。  

 結果として、相談会への参加者が

出会いイベント にも参加するなど

「婚活」への意識を高めることがで

きた。  

 平成 25 年度に引き続き、

平成 26 年度も結婚活動支援

事 業 に お い て 結 婚 相 談 を 行

い、結婚活動の支援を行う。 

市民活動  

支援課  

 

 

 

 

 

 

 



- 35 - 

《市役所内部での取り組み》  

◆第２期登米市特定事業主行動計画（主管課：総務部人事課）  

１職員の勤務環境に関するもの  

具体的な取り組み  平成 25 年度における実績  

(1)  子育てに関連する既存の各種制度の周知徹底  

(2)  妊娠中及び出産後における配慮  

(3)  男性職員の育児参加のための休暇及び休業の取得促進  

①男性職員の「育児休業」の取得促進  

②「妻の出産休暇」、「育児参加休暇」の取得促進  

(4)  出産休暇を願い出た職員等への個別説明  

(5)  出産休暇中及び育児休業中の職員への情報提供  

(6)  育児休業を取得しやすい環境の整備等  

(7)  時間外勤務の縮減のための意識啓発  

①ノー残業デーの徹底  

②週休日の振替又は勤務時間の割振り変更及び代休日の指定の徹底  

③業務の簡素合理化の推進  

④健康面における配慮  

(8)  年次有給休暇の取得の促進  

【女性職員】  

 ・育児休業取得者  18 人  

・平成 24 年度以前から引き続きの取得者  12 人  

・部分休業取得者  1 人  

【男性職員】  

・育児休業取得者  0 人  

・妻の出産休暇取得者  11 人  

・育児参加休暇  0 人  

 

 

  

 

 

○平成 25 年  年次有給休暇平均取得日数  

  9.7 日／年  

２その他の次世代育成支援対策に関する事項  

(1)  来庁者に対する環境整備 

(2)  子供の職場学習機会の積極的な提供 

(3)  子供と触れ合う機会の充実 
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３  数字で見る登米市の男女共同参画推進状況  

（１）政策・方針決定過程への女性の登用状況  

（平成 26 年４月１日現在）  

No 項目  
登米市  

※（）内は平成 25 年度の数値 
宮城県平均  最多市町村  

１  女性議員の割合  7.7％（  6.7％）  9.8％  29.4％（亘理町）  

２  市役所の女性職員の割合  

管理職※  23.8％（ 24.1％）  14.3％  28.9％（亘理町）  

うち一般行政職  1.2％（  2.1％）  10.5％  31.3％（松島町）  

管理職以外の職員  49.8％（ 48.8％）  44.1％  60.2％（大崎市）  

総計  46.3％（ 45.5％）  40.7％  55.6％（大崎市）  

３  
市立小中学校ＰＴＡ会長

への女性の就任状況  

小学校  13.6％（ 13.6％）  19.6％  71.4％（富谷町）  

中学校  10.0％（ 10.0％）  24.3％  80.0％（富谷町）  

４  公民館長への女性の就任状況  0％（    0％）  5.8％      100％  (亘理町 ) 

５  自治会長への女性の就任状況  0.7％（  0.7％）  3.8％  8.8％（仙台市）  

６  女性委員がいる各種審議会等の数  85.3％（ 79.3％）  75.3％  92.6％（仙台市）  

７  各種審議会等委員への女性の登用状況  29.2％（ 27.3％）  24.1％  41.7％（富谷町）  

※「宮城県平均」、「最多市町村」の数値は「平成 25 年度宮城県における男女共同参画の現状及び施策に関する年次報告書」  

による数値  

※「管理職」とは、課長及びこれに相当する職以上（一般行政職、研究職、医師職、福祉職、看護・保健職、消防職等を含む）と

し、公立学校の校長・教頭、幼稚園の園長及び嘱託・臨時職員は除きます。  
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（２）審議会等委員への女性委員の登用状況（平成 26 年４月１日現在）  

 

・法律による委員会（行政委員会）・・・地方自治法１８０条の５  

№  審議会等名称  委員総数  うち女性  女性の割合  

１  教育委員会  
5    

（   5 ）  

1  

（   1 ）  

 20.0％   

 (20.0％ ) 

２  選挙管理委員会  
4    

（   4 ）  

1  

（   1 ）  

25.0％   

(25.0％ ) 

３  人事委員会  ―  ―   ―  

４  監査委員  
3    

（   3 ）  

0  

（   0 ）  

0％   

(   0％ ) 

５  農業委員会  
47    

（  47 ）  

5  

（   5 ）  

10.6％   

(10.6％ ) 

６  固定資産評価審査委員会  
3  

（   3 ）  

0  

（   0 ）  

0％   

(   0％ ) 

合計  
62  

（  62 ）  

7  

（   7 ）  

11.3％  

(11.3%) 

※下段の（  ）内は平成 25 年度の数値  
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・法律・条例による審議会等（付属機関）・・・地方自治法２０２条の３（平成 26 年４月１日現在）  

※（  ）内は平成 25 年度の数値     

№  審議会等名称  委員総数  うち女性  女性の割合  

１  登米市情報公開・個人情報保護審査会  5 (  5) 1 (  1) 20.0% (20.0%) 

２  登米市防災会議  33 ( 33) 0 (  0) 0% (   0%) 

３  地域審議会  101 (101) 28 ( 28) 27.7% (27.7%) 

４  登米市男女共同参画審議会   10 ( 10) 6 (  7) 60.0% (70.0%) 

５  登米市国民健康保険運営協議会  9 (  9) 4 (  4) 44.4% (44.4%) 

６  登米市予防接種健康被害調査委員会  5 (  5) 0 (  0) 0% (   0%) 

７  登米市食育推進会議    15 ( 15) 8 (  6) 53.3% (40.0%) 

８  登米市介護認定審査会  128 (128) 50 ( 50) 39.1% (39.1%) 

９  登米市介護保険運営委員会  9 (  9) 3 (  3) 33.3% (33.3%) 

10 登米市民生委員推薦会  14 ( 14) 1 (  1) 7.1% ( 7.1%) 

11 登米市障害程度区分認定審査会  15 ( 15) 7 (  7) 46.7% (46.7%) 

12 登米市児童厚生施設運営委員会  10 ( 10) 5 (  5) 50.0% (50.0%) 

13 登米町街なみ景観整備審査会  10 ( 10) 2 (  2) 20.0% (20.0%) 

14 登米市都市計画審議会  13 ( 14) 1 (  1) 7.7% ( 7.1%) 

15 登米市景観形成会議  8 ( 11) 2 (  2) 25.0% (18.2%) 

16 登米市上水道事業運営審議会  10 ( 10) 4 (  4) 40.0% (40.0%) 

17 登米市下水道事業運営審議会  10 ( 10) 2 (  2) 20.0% (20.0%) 

18 登米市学校給食センター運営審議会  12 ( 12) 8 (  8) 66.7% (66.7%) 

19 登米市社会教育委員会議  10 ( 10) 2 (  2) 20.0% (20.0%) 

20 登米市公民館運営審議会  15 ( 15) 4 (  4) 26.7% (26.7%) 

21 登米市青少年問題協議会  20 ( 20) 1 (  0) 5.0% (   0%) 

22 登米市文化財保護委員会  10 ( 10) 0 (  0) 0% (   0%) 
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・要綱等により設置している委員会等（平成 26 年４月１日現在）  

※（  ）内は平成 25 年度の数値     

№  委員会等名称  委員総数  うち女性  女性の割合  

１  登米市市政モニター  20 (  -) 10 (  -) 50.0% (   -%) 

２  登米市行財政改革推進委員会  7 (  7) 3 (  3) 42.9% (42.9%) 

３  登米市行政評価委員会  5 (  5) 2 (  2) 40.0% (40.0%) 

４  登米市市民歌制定委員会  5 (  5) 2 (  2) 40.0% (40.0%) 

５  登米市地域公共交通会議  14 ( 10) 2 (  2) 14.3% (20.0%) 

６  登米市迫地域づくり委員会  8 (  8) 0 (  0) 0% (   0%) 

７  登米市登米地域づくり委員会  8 (  9) 1 (  1) 12.5% (11.1%) 

８  登米市東和地域づくり委員会  11 ( 10) 1 (  2) 9.1% (20.0%) 

９  登米市中田地域づくり委員会  12 ( 12) 3 (  3) 25.0% (25.0%) 

10 登米市豊里地域づくり委員会  9 (  9) 3 (  3) 33.3% (33.3%) 

11 登米市米山地域づくり委員会  12 ( 12) 2 (  2) 16.7% (16.7%) 

     

№  審議会等名称  委員総数  うち女性  女性の割合  

23 登米市スポーツ推進審議会  15 ( 15) 4 (  4) 26.7% (26.7%) 

24 登米市子ども・子育て会議  20 ( 20) 11 ( 11) 55.0% (55.0%) 

25 登米市立病院等運営協議会  12 ( 12) 2 (  2) 16.7% (16.7%) 

26 登米市障害児就学指導委員会  15 ( 15) 7 (  7) 46.7% (46.7%) 

27 登米市立図書館協議会  10 ( 10) 8 (  8) 80.0% (80.0%) 

28 勤労青少年ホーム運営委員会  8 (  8) 1 (  1) 12.5% (12.5%) 

29 登米市総合計画審議会  20 ( 20) 6 (  6) 30.0% (30.0%) 

合計  572 (513) 178 (145) 31.1% (28.3%) 
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№  委員会等名称  委員総数  うち女性  女性の割合  

12 登米市石越地域づくり委員会  10 ( 10) 3 (  3) 30.0% (30.0%) 

13 登米市南方地域づくり委員会  7 (  7) 2 (  2) 28.6% (28.6%) 

14 登米市津山地域づくり委員会  9 (  9) 1 (  1) 11.1% (11.1%) 

15 登米市地域包括医療・ケア体制推進会議  18 ( 18) 9 (  9) 50.0% (50.0%) 

16 登米市健康なまちづくり推進協議会  19 ( 19) 5 (  5) 26.3% (26.3%) 

17 登米市自殺予防対策連絡協議会  21 ( 21) 2 (  3) 9.5% (14.3%) 

18 登米市地域包括支援センター運営協議会  9 (  9) 3 (  3) 33.3% (33.3%) 

19 登米市一般廃棄物第２処理施設処理方式検討委員会 10 ( 10) 2 (  2) 20.0% (20.0%) 

20 登米市地域密着型サービス運営委員会  9 (  9) 3 (  3) 33.3% (33.3%) 

21 登米市老人ホーム入所判定委員会  5 (  5) 3 (  3) 60.0% (60.0%) 

22 登米市高齢者虐待対策連絡協議会  12 ( 12) 2 (  2) 16.7% (16.7%) 

23 登米市福祉有償運送運営協議会  8 (  8) 2 (  2) 25.0% (25.0%) 

24 登米市高齢者福祉計画策定委員会  9 (  -) 3 (  -) 33.3% (   -%) 

25 登米市保育所入所判定会議  12 ( 12) 5 (  5) 41.7% (41.7%) 

26 登米市要保護児童対策地域協議会  17 ( 17) 1 (  1) 5.9% ( 5.9%) 

27 登米市特別融資制度推進会議  12 ( 12) 0 (  0) 0% (   0%) 

28 登米市農作物有害鳥獣対策協議会  14 ( 14) 0 (  0) 0% (   0%)  

29 登米市農作物有害鳥獣駆除隊連絡協議会  12 ( 12) 0 (  0)  0% (   0%)  

30 登米市農作物異常気象対策連絡会議  6 (  6) 0 (  0)  0% (   0%)  

31 登米市農業経営改善計画認定審査会  9 (  9) 0 (  0)  0% (   0%)  

32 登米市地域産材利用推進会議  26 ( 26) 1 (  0)  3.8% (   0%)  

33 登米市園芸振興協議会  11 ( 11) 0 (  0)  0% (   0%)  

34 登米市地産地消推進本部  7 (  7) 0 (  0)  0% (   0%)  

35 登米市地産地消推進協議会  18 ( 18) 6 (  6) 33.3% (33.3%) 

36 登米市肉用牛貸付事業運営委員会  12 ( 12) 0 (  0)  0% (   0%)  

37 仮屋排水機場・荒川・長沼ダム対策委員会  14 ( 14) 0 (  0)  0% (   0%)  
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№  委員会等名称  委員総数  うち女性  女性の割合  

38 登米市育英資金奨学生選考委員会  12 ( 12) 2 (  4) 16.7% (33.3%) 

39 上杉奨学金奨学生選考委員会  12 ( 12) 2 (  4) 16.7% (33.3%) 

40 教科書採択資料作成委員会  6 (  5)  1 (  1) 16.7% (20.0%) 

41 登米市教育研究所運営委員会  13 ( 13) 3 (  3) 23.1% (23.1%) 

42 登米市視聴覚センター運営委員会  14 ( 14) 3 (  3) 21.4% (21.4%) 

合計  484 (514) 93 ( 91) 19.2% (17.7%) 
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平成 25 年度登米市男女共同参画審議会の開催状況  

 

《第１回審議会》  

開  催  日：平成 25 年 11 月１日（金）  

開催場所：登米市役所迫庁舎第４委員会室  

【内  容】  

平成 24 年度登米市男女共同参画の施策に関する  

推進状況報告書について  

 

  《第２回審議会》  

開  催  日：平成 26 年２月 10 日（月）  

開催場所：登米市役所迫庁舎第４委員会室  

    【内  容】  

審議会委員委嘱状交付式  

研修会「男女共同参画社会について考える」  

「登米市男女共同参画審議会」委員名簿  

委 嘱 ： 平 成 26 年 ２ 月 10 日 ～ 平成 28 年２月９日  

講  師：宮城学院女子大学  教授  浅野富美枝  氏  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 氏      名  
条例第 23条における 

委員区分  
備      考  

1 
宮城学院女子大学 学芸学部 

生活文化デザイン学科 

教授  浅 野 富 美 枝 

男女共同参画に関

し識見を有する人  

登米市男女共同参画条

例策定委員会委員長  

2 伊 藤  直 喜 
男女共同参画に関

し識見を有する人  

第 2 次登米市男女共同参

画基本計画策定委員  

副委員長  

3 須 藤  明 美 
男女共同参画に関

し識見を有する人  

第 2 次登米市男女共同参

画基本計画策定委員  

委員長  

4 尾 形  重 雄 
男女共同参画に関

し識見を有する人  

登米市男女共同参画条

例策定委員  

5 及 川 さ よ 子 
関係団体の推薦を

受けた人  
登米市農業委員会  

6 永 島  洋 子 
関係団体の推薦を

受けた人  
登米市教育委員会  

7 石 井 あ け み 
関係団体の推薦を

受けた人  

登米市民生委員児童委

員協議会  

8 林  忠 市 
関係団体の推薦を

受けた人  
登米人権擁護委員協議会  

9 蓬 田 恵 美 子 
公募により選任を

受けた人  
 

10  日 下  修 
公募により選任を

受けた人  
 

      ※条例第 23 条第 2 項第１号～第 3 号順及び五十音順（敬称略）  

※男女の構成（男性  ４名、女性  ６名）  
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だれもが活き生きと暮らせる登米市男女共同参画推進条例  

平成 23 年３月 11 日  

条例第９号  

目次  

前文  

第１章  総則 (第１条―第８条 ) 

第２章  男 女 共 同 参 画 の 推 進 に 関 す る 基 本 的 施 策 (第 ９ 条 ― 第 1 8 条 ) 

第３章  男 女 共 同 参 画 を 阻 害 す る 行 為 の 制 限 (第 1 9 条 ― 第 2 1 条 ) 

第４章  男女共同参画審議会 (第 22 条―第 25 条 ) 

第５章  雑則 (第 26 条 ) 

附則  

私たちは、豊かな水辺空間と肥よくな耕土が広がる登米市で、性別にかかわ

りなく一人ひとりの人権が尊重され、生涯にわたり豊かな人生を実現できるま

ちを目指しています。  

わが国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、女子

に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の批准など国際社会における

取組と連動しながら、男女平等の実現に向けた取組が進められてきました。  

しかし、家庭や職場、地域の中で、男女の固定的な役割分担意識や社会慣行

が今なお残っており、仕事と生活のバランスが取れていないこと、重要な方針

や計画を決定する場に女性が少ないことなどを改めていかなければなりません。

また、あらゆる暴力を禁止する取組の必要性など、人権を尊重する視点で解決

しなければならない課題も生じています。  

さらに、私たちを取りまく社会経済情勢は、少子高齢化、高度情報化、国際

化などの急激で多様な変化が続いており、これらの変化に対応し、だれもが活

き生きと暮らせる登米市を築くため、すべての人が性別にかかわりなく個人と

して尊重され、共に責任を分かち合い、その個性と能力を十分に発揮できる男

女共同参画社会の実現が求められています。  

こうした状況を踏まえ、市及び市民、事業者、教育関係者又は市民団体の協

働のもと、男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し、ここに、この条例

を制定します。  

 

第１章  総則  

 (目的 ) 

第１条  この条例は、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、登米市 (以

下「市」といいます。 )、市民、事業者、教育関係者及び市民団体の責務を明

らかにするとともに、市の施策の基本的事項を定め計画的に推進することに

より、だれもが活き生きと暮らせる男女共同参画社会を実現することを目的

とします。  

(定義 ) 

第２条  この条例で使われる用語の意味を次のように定めます。  

(1) 男女共同参画  男女が、性別にかかわりなく、自らの意思によって社

会のあらゆる分野における活動に平等に参画する機会が確保され、それに

よって男女が等しく政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受けること

ができるとともに責任を担うことをいいます。  

(2) 積極的改善措置  社会のあらゆる分野における活動の男女間の格差を

改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、積極

的に参画するための機会を提供することをいいます。  

(3) 市民  次のいずれかに該当する人をいいます。  

ア  市内に居住する人  

イ  市内の事務所又は事業所に勤務する人  

ウ  市内の学校に在学する人  

エ  市内に滞在する人  
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(4) 事業者  市内において事業を行う個人又は法人をいいます。  

(5) 教育関係者  市内において学校教育、社会教育、家庭教育その他のあ

らゆる教育に携わる個人及び法人その他の団体をいいます。  

(6) 市民団体  さまざまな分野において、より多くの人が豊かに生活でき

ることを目的として継続的 に活動を行う特定非営利活 動法人その他の団

体又は自治会等をいいます。  

(7) セクシュアル・ハラスメント  性的な言動を受けた個人に不快感又は

不利益を与え、職場などの生活環境を害することをいいます。  

(8) ドメスティック・バイオレンス  夫婦、恋人等の男女間において身体

的又は精神的に苦痛を与える暴力的行為をいいます。  

(9) ワーク・ライフ・バランス  仕事と生活の調和のことをいい、だれも

が、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発その他の活動について、

自らの希望に沿って行える状態をいいます。  

(10) 協働  共通の目標を達成するために、互いの信頼関係のもと、対等な

関係に立って協力することをいいます。  

(基本理念 ) 

第３条  男女共同参画の基本理念は、次のとおりとします。  

(1) 男女の人権の尊重  男女の個人としての人権が尊重され、男女が直接

的にも間接的にも性別による差別的取扱いを受けることなく、個人として

能力を発揮する機会が確保され、国籍にかかわらず個人として尊重される

ことです。  

(2) 社会における制度又は慣行についての配慮  性別による固定的な役割

分担意識等に基づく社会に おける制度又は慣行をなく すよう努めるとと

もに、これらが男女の自由な活動の選択を妨げることがないよう配慮され

ることです。  

(3) 政策等の立案及び決定への共同参画  男女が平等に、市における政策

又は事業者、教育関係者及び市民団体における方針の立案及び決定に共同

して参画する機会が確保されることです。  

(4) 家庭生活における活動と他の活動との両立  家族を構成する男女が、

家庭の重要性を認識し、互いの協力と社会の支援のもとに、子育て、介護

その他の家庭生活及び職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野にお

ける活動が両立できるよう配慮されることです。  

(5) 教育の場における配慮  学校教育、社会教育、家庭教育その他のあら

ゆる教育の場において、男女共同参画の推進に配慮した教育が行われるこ

とです。  

(6) 暴力的行為 (身体的又は精神的苦痛を与える行為をいい  ます。以下同

じです。 )の根絶  あらゆる形態の暴力的行為を根絶することが、男女共

同参画社会を実現するため に不可欠であるという認識 を持たなければな

らないことです。  

(7) 性と生殖に関する健康と権利の尊重  男女が互いの身体的特徴及び性

について理解を深め、妊娠、出産その他の性と生殖に関し、それぞれの意

思や権利が尊重され、生涯にわたり心身の健康を維持できるようにするこ

とです。  

(8) 性同一性障がい者等に対する配慮  性同一性障がいを有する人又は先

天的に身体上の性別が不明 瞭である人等の人権につい て配慮されること

です。  

(9) 国際的視野での協調  男女共同参画の推進に向けた取組は、国際社会

が目指す理想の一つであり、国際社会における取組と密接に関係している

ことを考慮し、国際的な視野で協調して行われることです。  

 (市の責務 ) 

第４条  市は、この条例の基本理念 (以下「基本理念」といいます。)に基づき、

男女共同参画の推進に関する施策 (積極的改善措置を含みます。以下同じで
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す。 )を総合的に策定し、実施しなければなりません。  

２  市は、前項の施策以外の施策の策定若しくは変更又は実施に当たっては、

基本理念に沿うよう配慮しなければなりません。  

３  市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、必要な推進体制

を整備するとともに、財政上の措置その他の必要な措置を講じなければなり

ません。  

４  市は、男女共同参画の推進に当たっては、自らが率先し、市民、事業者、

教育関係者及び市民団体 (以下「市民等」といいます。 )との協働により行う

とともに、国、県及び他の地方公共団体と連携して取り組むよう努めなけれ

ばなりません。  

(市民の責務 ) 

第５条  市民は、基本理念に基づき、男女共同参画に関する理解を深め、家庭、

職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進

に自らが積極的に取り組むよう努めなければなりません。  

２  市民は、市又は事業者が実施する男女共同参画の推進に関する施策及び事

業活動の実施に当たっては、市、事業者、教育関係者及び市民団体との協働

により行うよう努めます。  

(事業者の責務 ) 

第６条  事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念に基づき、男

女が職場における活動に対等に参画する機会が確保されるよう必要な体制の

整備に努めます。  

２  事業者は、男女が共にワーク・ライフ・バランスを実現できる職場環境の

整備に努めます。  

３  事業者は、男女共同参画の推進に関する市の施策又は他の事業者及び市民

が実施する事業活動に協力するよう努めます。  

(教育関係者の責務 ) 

第７条  教育関係者は、男女共同参画の推進に果たす教育の重要性を認識し、

自ら男女共同参画の理念を理解するとともに、基本理念に配慮した教育を行

うよう努めなければなりません。  

２  教育関係者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力する

よう努めなければなりません。  

(市民団体の責務 ) 

第８条  市民団体は、基本理念に基づき、男女共同参画に関する理解を深め、

その運営又は活動に男女が平等に参画できる環境を整備するとともに、方針

の立案及び決定に当たっては、男女が互いに能力を発揮できるよう努めなけ

ればなりません。  

２  市民団体は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよ

う努めなければなりません。  

 

第２章  男女共同参画の推進に関する基本的施策  

 (計画の策定 ) 

第９条  市長は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため、基本理念に基づき、基本的な計画 (以下「計画」といいます。 )

を策定します。  

２  市長は、計画の策定及び変更に当たっては、第 22 条に規定する登米市男女

共同参画審議会の意見を聴くとともに、市民等の意見を反映することができ

るよう必要な措置を講じます。  

３  市長は、計画を策定又は変更したときは、速やかにこれを公表します。  

(推進体制の整備等 ) 

第 10 条  市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るため、必要な体制の整備、情報の収集、分析及び調査研究を行います。  

２  市は、市民等が行う男女共同参画の推進に関する活動に必要な環境整備に
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努めます。  

(市民等の理解を深めるための措置 ) 

第 11 条  市は、市民等が男女共同参画に関する理解を深め、男女共同参画の推

進に向けた取組を積極的に行えるよう啓発活動、情報の提供その他の必要な

措置を講じます。  

２  市は、男女共同参画推進の人材育成を行うため、研修の実施、活動の場の

提供その他の必要な措置を講じます。  

(事業者が行う活動への支援 ) 

第 12 条  市は、事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、

情報の提供、助言その他の必要な措置を講じるよう努めます。  

(教育の分野における措置 ) 

第 13 条  市は、学校教育、社会教育、家庭教育その他のあらゆる教育の分野に

おいて、男女平等の意識づくり、個性及び能力の育成、男女共同参画を推進

するための教育の充実等に必要な措置を講じるよう努めます。  

(家族経営的な農林業及び商工業等の分野における措置 ) 

第 14 条  市は、家族経営的な農林業、商工業等の分野において、男女が、個人

として能力を十分に発揮し、その能力が正当に評価され、経営活動及び地域

活動に平等に参画する機会が確保されるための必要な措置を講じるよう努め

ます。  

(仕事及び生活の両立支援 ) 

第 15 条  市は、家族を構成する男女が、共に仕事、子育て、介護等で家族的責

任を果たすことができ、その他の家庭生活、地域等における活動の両立を可

能とするため、ワーク・ライフ・バランスに配慮した必要な支援を行うよう

努めます。  

(政策の立案及び決定への共同参画 ) 

第 16 条  市は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野における

活動において、男女間に参画する機会の格差が生ずることのないよう、市民

等と協力し、必要な措置を講じるよう努めます。  

２  市は、各種委員会等における委員の委嘱又は任命に当たっては、男女が共

に政策の立案及び決定並びに具体的な施策の実施に参画できる機会を確保し、

男女の均等な登用に努めます。  

３  市は、市の職員の登用に当たっては、性別にかかわらず、本人の意欲及び

能力に応じて、均等な機会を確保します。  

(実施状況等の公表 ) 

第 17 条  市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等を公表

します。  

(市の施策に関する意見又は苦情の申出 ) 

第 18 条  市民等は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男

女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関する意見又は苦情を

市長に申し出ることができます。  

２  市長は、前項の規定による申出を受けたときは、適切に対応しなければな

りません。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、登米市

男女共同参画審議会の意見を聴くことができます。  

 

第３章  男女共同参画を阻害する行為の制限  

 (性別による権利侵害の禁止等 ) 

第 19 条  すべての人は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野

において、性別による差別的取扱いをしてはなりません。  

２  すべての人は、セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオ

レンスを行ってはなりません。  

(性別による権利侵害に関する相談体制の整備等 ) 

第 20 条  市は、前条に関する相談に対し、適切な対応を行うため必要な相談体
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制を整備します。  

２  市は、前条に関する相談に関して、関係機関と連携し、適切かつ迅速に必

要な支援を行います。  

 (公衆に表示する情報への配慮 ) 

第 21 条  すべての人は、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役

割分担若しくはセクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレ

ンスの暴力的行為を助長し、若しくは連想させる表現又は不必要な性的表現

を行ってはなりません。  

 

第４章  男女共同参画審議会  

(男女共同参画審議会 ) 

第 22 条  市長は、男女共同参画の推進に関する重要な事項について調査審議す

るため、登米市男女共同参画審議会 (以下「審議会」といいます。 )を設置し

ます。  

２  審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議します。  

(1) 第 9 条第 2 項に規定する事項  

(2) 第 18 条第 2 項に規定する事項  

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関し必要な事項  

３  審議会は、必要があると認めるときは前項各号に規定する事項について調

査審議し、市長に意見を述べることができます。  

(組織 ) 

第 23 条  審議会は、委員 10 人以内で組織します。  

２  委員は、次に掲げる人のうちから、市長が委嘱します。  

(1) 男女共同参画に関し識見を有する人  

(2) 関係団体の推薦を受けた人  

(3) 公募により選任を受けた人  

３  委員の任期は 2 年とし、再任を妨げません。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とします。  

(会長及び副会長 ) 

第 24 条  審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定めます。  

２  会長は、会務を総理し、審議会を代表します。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理します。  

(会議 ) 

第 25 条  審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となります。  

２  審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことがで きません。  

３  審議会の議事は、出席委員の過半数で決め、可否が同数のときは、議長が

決定します。  

４  会長は、必要があると認めたときは、審議会の会議に関係者の出席を求め、

説明又は意見を聴くことができます。  

 

第５章  雑則  

(委任 ) 

第 26 条  この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。  

附  則  

(施行期日 ) 

１  この条例は、平成 23 年４月 1 日から施行します。  

(登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正 ) 

２  登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 (平

成 17 年登米市条例第 48 号 )の一部を次のように改正します。  

〔次のよう〕略  
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